
�
�
の
國
家
祭
祀
と
佛
敎
・
�
敎
・
諸
神

淺

井

紀

は

じ

め

に

第
一
違

�
�
の
國
家
祭
祀
と
佛
敎
・
�
敎

第
二
違

�
代
の
諸
神
�

第
三
違

諸
神
の
祭
祀
と
儒
敎
官
僚
の
批
�

第
四
違

祭
祀
の
觀
念

ま

と

め

は

じ

め

に

先
に
私
は
︑
�
�
の
國
家
祭
祀
の
	


を
檢
討
し
︑
そ
の
祭
祀
對
象
が
﹁
天
﹂﹁
地
﹂・
宗
�
・
百
神
に
�
�
で
き
る
こ
と
︑
煎
じ
詰
め
れ
ば
︑

﹁
天
﹂
と
百
神

(鬼
神
)
を
祀
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
が
�
�
の
禮
樂
體
制
の
一
部
と
し
て
︑
國
家
の
政
治
體
制
と
	


�
に
關
聯
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
た(1

)
︒
さ
ら
に
︑
�
�
の
國
家
祭
祀
は
﹁
天
﹂
を
�
高
神
と
す
る
諸
神
の
重
層
�
祭
祀
體
系
で
あ
り
︑
そ
の
祭
祀
に
は
︑
傳

瓜
�
な
儒
敎
�
祭
祀
の
ほ
か
に
︑
佛
敎
や
�
敎
の
祭
祀
︑
さ
ら
に
は
國
家
が
�
め
た
そ
の
他
の
諸
神
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
︒

こ
れ
ま
で
の
諸
硏
究
で
は
︑
�
�
の
國
家
祭
祀
そ
の
も
の
︑
或
い
は
�
�
の
佛
敎
や
�
敎
に
對
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑
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佛
�
二
敎
と
國
家
祭
祀
と
の
關
係
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た(2

)
︒
一
方
︑
國
家
祭
祀
の
中
の
地
方
神
に
つ
い
て
は
︑
小
島
毅
氏
や
濱

島
敦
俊
氏
の
硏
究
が
�
る
︒
小
島
氏
は
地
方
官
や
地
方
志
の
�
纂
者
が
自
ら
の
禮
敎
理
念
と
地
方
の
諸
神
祭
祀
の
現
實
の
閒
で
と
っ
た
處
置
の

事
例
を
�
し
て
︑
國
家
祭
祀
に
つ
い
て
の
士
大
夫
の
理
念
と
實
際
の
地
方
祭
祀
の
食
い
�
い
を
�
ら
か
に
し
た(3

)
︒
濱
島
氏
は
江
南
の
地
方
神
︑

特
に
南
直
隸
常
州
府
江
陰
縣
の
總
管
信
仰
を
中
心
に
︑
地
方
神
の
性
格
と
そ
れ
が
國
家
祭
祀
に
入
れ
ら
れ
た
過
�
を
論
じ
た(4

)
︒
つ
ま
り
人
閒
が

生
�
の
義
行
に
よ
り
死
後
に
祀
ら
れ
︑
や
が
て
﹁
靈
力
﹂
が
�
め
ら
れ
て
神
と
な
り
︑
王
�
か
ら
﹁
敕
封
﹂
を
得
て
︑
王
�
の
祭
祀
の
對
象
と

な
っ
た
過
�
の
中
に
︑
僞


の
�
素
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
民
閒
信
仰
に
關
聯
し
て
︑
國
家
祭
祀
に
な
っ
た
箇
々
の

神
に
つ
い
て
の
個
別
硏
究
は
�
る
が(5

)
︑
國
家
祭
祀
�
體
の
中
に
お
け
る
地
方
神
の
位
置
は
�
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
本
論
は
こ
れ
ら
の

先
行
硏
究
を
參
考
に
す
る
も
︑
�
代
の
佛
敎
や
�
敎
の
性
格
︑
箇
々
の
諸
神
の
性
格
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
︑
�
�
の
國
家
祭
祀

に
お
い
て
︑
佛
敎
や
�
敎
�
び
そ
の
他
の
諸
神
︑
特
に
地
方
の
諸
神
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
︑
國
家
祭
祀
が
ど
の
よ
う
な
	



を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
︒

第
一
違

�
�
の
國
家
祭
祀
と
佛
敎
・
�
敎

�
太
祖
朱
元
璋
は
儒
敎
を
國
家
の
正
瓜
敎
學
と
し
た
が
︑
同
時
に
儒
佛
�
三
敎
の
一
致
を
說
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
旣
に
指
摘
さ
れ
て
き

た
︒
太
祖
は
一
時
僧
侶
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
�
り
︑
佛
敎
に
對
し
て
は
一
定
の
理
解
を
持
っ
て
お
り
︑
�
敎
と
と
も
に
儒
敎
を
助
け
る
敎
え

と
し
て
!
重
し
︑
そ
の
儒
敎
�
荏
配
體
制
の
中
に
取
り
"
み
︑
そ
れ
ら
を
保
護
し
か
つ
制
限
を
加
え
た
︒
�
�
は
洪
武
元
年

(一
三
六
八
)
正

#

(以
下
�
て
舊
曆
)
の
円
國
と
同
時
に
︑
京
師
の
天
界
寺
に
善
世
院
を
設
け
て
佛
敎
を
管
理
し
︑
�
天
宮
に
玄
敎
院
を
設
け
�
敎
を
管
理
し

た(
6
)

︒
洪
武
五
年

(一
三
七
二
)
六
#
︑
禮
部
の
祠
部
が
僧
侶
・
尼
僧
・
�
士
・
女
�
士
の
身
分
證
�
書
と
も
言
う
べ
き
度
牒
を
取
り
%
う
こ
と

と
し
た(

7
)

︒
洪
武
六
年

(一
三
七
三
)
正
#
に
は
︑
�
天
宮
の
�
士
に
國
家
祭
祀
の
天
地
・
社
稷
・
山
川
の
祭
祀
の
香
'

(香
と
供
え
物
)
の
こ
と

を
取
り
%
わ
せ
た(8

)
︒
も
っ
と
も
︑
洪
武
十
七
年

(一
三
八
四
)
三
#
に
な
り
︑
�
國
の
�
司
の
お
こ
な
う
祭
祀
に
僧
侶
と
�
士
は
與
ら
な
い
こ
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と
に
な
っ
た(9

)
︒

洪
武
六
年

(一
三
七
三
)
十
二
#
に
は
︑
州
・
縣
で
は
寺
院
や
�
觀
を
一
つ
に
限
り
︑
僧
侶
と
�
士
を
そ
こ
に
集
め
た
︒
僧
侶
・
�
士
の
身

分
證
�
書
と
も
言
う
べ
き
度
牒
は
︑
試
驗
を
し
て
︑
經
典
に
�
じ
て
い
る
と
�
定
さ
れ
た
者
に
限
っ
て
渡
す
こ
と
に
し
た(10

)
︒
洪
武
十
年

(
一
三

七
七
)
九
#
に
は
︑
僧
侶
に
﹃
般
若
心
經
﹄﹃
金
剛
經
﹄﹃
楞
伽
經
﹄
を
學
ば
せ
︑


林
院
學
士
宋
濂
に
彼
ら
を
試
驗
さ
せ
︑
經
に
�
じ
て
い
な

い
僧
侶
は
(
俗
さ
せ
る
こ
と
に
し
た(11

)
︒
そ
の
後
︑
洪
武
十
五
年

(一
三
八
二
)
四
#
︑
善
世
院
を
僧
錄
司
︑
玄
敎
院
を
�
錄
司
と
改
稱
し
︑
さ

ら
に
州
縣
に
は
僧
綱
司
と
�
紀
司
を
置
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
佛
敎
と
�
敎
を
管
理
し
た(12

)
︒
僧
錄
司
は
初
め
天
界
寺
に
置
か
れ
︑
そ
の
官
に
は
僧
侶
が

な
り
︑
�
錄
司
は
�
天
宮
に
置
か
れ
︑
そ
の
官
に
は
�
士
が
な
っ
た
︒
そ
し
て
兩
司
は
と
も
に
禮
部
に
屬
し
た(13

)
︒
地
方
の
寺
院
や
�
觀
の
*
持

に
缺
員
が
で
き
た
な
ら
ば
︑
そ
の
地
方
の
僧
綱
司
と
�
紀
司
は
︑
戒
律
を
守
り
經
典
に
�
じ
て
い
る
者
を
擧
げ
て
僧
錄
司
・
�
錄
司
に
+
り
︑

試
驗
を
課
し
て
︑
合
格
し
た
者
を
禮
部
に
報
吿
し
︑
禮
部
が
上
奏
し
て
︑
は
じ
め
て
*
持
と
な
る
許
可
を
出
す
こ
と
に
定
め
た(14

)
︒
洪
武
十
六
年

(一
三
八
三
)
に
は
︑
僧
侶
と
�
士
の
數
を
︑
府
は
四
十
人
︑
州
は
三
十
人
︑
縣
は
二
十
人
を
超
え
な
い
も
の
と
定
め
た(

15
)

︒
洪
武
十
七
年
閏
十
#

に
︑
天
下
の
僧
侶
と
�
士
の
數
は
增
え
續
け
て
い
る
と
し
て
︑
度
牒
は
三
年
に
一
度
︑
嚴
し
い
試
驗
に
よ
り
荏
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た(16

)
︒

永
樂
.
に
よ
る
北
京
へ
の
�
都
の
後
は
︑
僧
錄
司
は
北
京
の
慶
壽
寺
︑
後
の
大
興
隆
寺
に
︑
南
京
僧
錄
司
は
天
界
寺
に
置
か
れ
た
︒
�
錄
司

は
北
京
と
南
京
の
�
天
宮
に
置
か
れ
た(17

)
︒
大
興
隆
寺
に
は
釋
3
牟
尼
佛
が
︑
�
天
宮
に
は
�
敎
の
1
神
三
淸
三
境
天
!
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
︑

後
述
す
る
よ
う
に
︑
�
�
の
重
�
な
寺
院
・
�
觀
と
し
て
︑
齋
醮

(法
會
)
を
お
こ
な
う
場
と
な
っ
た
︒
し
か
も
�
一
代
を
�
し
て
︑
�
天
宮

は
萬
壽
4

(皇
.
5
生
日
)
・
正
#
・
冬
至
な
ど
の
4
日
の
國
家
儀
禮
に
お
い
て
︑
ま
た
天
地
を
始
め
と
す
る
諸
神
を
祀
る
國
家
祭
祀
に
お
い
て
︑

官
僚
が
事
�
に
儀
式
の
練
8
を
お
こ
な
う
場
で
あ
り
︑
天
界
寺
は
�
貢
に
來
た
外
國
の
王
と
そ
の
從
者
が
儀
式
の
練
8
を
お
こ
な
う
場
で
も

あ
っ
た(

18
)

︒
ま
た
︑
國
子
監
の
官
と
監
生
も
そ
れ
ら
の
4
日
の
�
に
祭
酒
に
9
い
ら
れ
て
︑
�
天
宮
で
儀
式
の
練
8
を
し
た(19

)
︒
な
お
︑
大
興
隆
寺

は
嘉
靖
十
四
年

(一
五
三
五
)
に
火
災
で
燒
け
た
が
︑
再
円
は
さ
れ
ず
︑
の
ち
;
武
堂
と
な
っ
た(20

)
︒

以
上
述
べ
て
き
た
︑
�
�
の
佛
敎
と
�
敎
に
對
す
る
政
策
の
特
<
は
︑
僧
錄
司
と
�
錄
司
を
禮
部
の
管
理
下
に
置
き
︑
僧
侶
と
�
士
を
保
護
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し
か
つ
抑
制
す
る
政
策
を
推
し
=
め
る
中
で
︑
佛
�
二
敎
を
で
き
る
だ
け
王
�
の
禮
制
の
枠
組
み
の
中
に
>
め
よ
う
と
務
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
そ
の
こ
と
は
以
下
に
述
べ
る
國
家
祭
祀
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
︒

佛
敎
と
�
敎
は
そ
れ
ぞ
れ
獨
自
の
敎
義
と
宗
敎
儀
禮
を
持
っ
て
い
た
が
︑
同
時
に
︑
�
一
代
を
�
し
て
︑
南
京
と
北
京
を
中
心
に
︑
國
家
祭

祀
を
補
う
役
割
を
果
た
し
た
︒
國
家
祭
祀
で
每
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
春
祈

(豐
作
祈
願
)
と
秋
報

(收
穫
感
謝
)
の
祭
祀
に
際
し
て
は
︑
佛
敎

と
�
敎
の
齋
醮
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
し
︑
萬
壽
4
や
皇
.
の
祖
母
・
母
の
5
生
日
な
ど
の
國
家
儀
禮
の
4
日
に
も
佛
敎
の
寺
院
と
�
敎
の
宮

觀
で
齋
醮
が
お
こ
な
わ
れ
た(21

)
︒
嘉
靖
六
年

(一
五
二
七
)
七
#
に
︑
禮
部
が
嘉
靖
.
に
�
天
宮
な
ど
の
觀
宮
や
佛
敎
寺
院
で
恆
例
と
な
っ
て
い

る
︑
萬
壽
4
に
皇
.
の
長
壽
を
祈
願
す
る
齋
醮
を
お
こ
な
う
こ
と
を
奏
B
し
た(22

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
嘉
靖
.
は
︑
人
君
は
正
し
く
な
い
齋
醮
で
壽

命
を
C
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
︑
�
天
宮
の
齋
醮
は
殘
す
が
︑
佛
敎
寺
院
で
の
齋
醮
は
許
さ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
每
年
正
#
の
天
地
合
祀

の
大
祀
の
�
に
皇
.
は
三
日
閒
の
齋
戒
を
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
閒
に
太
常
寺
の
官
が
�
敎
の
宮
觀
と
佛
敎
の
寺
院
で
三
日

閒
燒
香
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
慣
例
は
︑
嘉
靖
七
年

(一
五
二
八
)
正
#
︑
嘉
靖
.
が
そ
の
必
�
は
な
い
と
し
て
廢
止
を
命

じ
た(

23
)

︒
さ
ら
に
︑
�
�
で
は
修
省
に
お
い
て
も
︑
佛
敎
と
�
敎
が
關
與
し
た
︒
修
省
と
は
︑
自
然
の
災
衣
を
天
の
天
子
に
對
す
る
警
吿
も
し
く
は
譴

責
と
見
な
し
て
︑
天
子
を
中
心
に
︑
官
僚
も
加
わ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
反
省
と
政
治
上
の
改
善
を
含
む
行
爲
で
あ
る
︒
�
�
は
修
省
に
お
い
て
︑

國
家
祭
祀
の
諸
神
に
對
す
る
祭
吿
を
お
こ
な
っ
た
が
︑
�
敎
の
�
天
宮
や
佛
敎
の
大
興
隆
寺
で
も
祈
禱
を
お
こ
な
っ
た
︒
祭
吿
と
は
︑
神
佛
な

ど
を
祀
り
︑
こ
と
の
D
第
を
吿
げ
る
行
爲
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
景
泰
元
年

(一
四
五
〇
)
四
#
︑
正
#
か
ら
三
#
ま
で
雨
が
影
ら
ず
︑
苗
が
育

た
な
か
っ
た
た
め
︑
景
泰
.
は
修
省
を
お
こ
な
っ
た
際
︑
�
天
宮
で
晝
夜
三
日
の
齋
醮
を
さ
せ
た
う
え
︑
さ
ら
に
公
E
・
侯
E
・
伯
E
・
駙
馬

都
尉
・
三
品
以
上
の
官
は
�
て
�
天
宮
に
行
き
︑
燒
香
し
て
影
雨
の
祈
禱
を
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る(24

)
︒
成
G
四
年

(一
四
六
八
)
四
#
に
は
︑

雨
が
影
ら
な
い
う
え
に
連
日
黃
砂
が
飛
ん
だ
た
め
︑
成
G
.
は
禮
部
に
修
省
を
命
じ
た
︒
禮
部
は
大
臣
を
J
K
し
て
山
川
の
神
に
祭
吿
す
る
ほ

か
︑
�
國
各
地
に
災
L
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
︑
官
M
を
J
K
し
て
祈
ら
せ
る
こ
と
を
願
っ
た
︒
成
G
.
は
こ
の
N
見
に
從
い
︑
英
國
公
張
懋
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を
山
川
壇
に
J
K
し
︑
各
衙
門
の
長
官
を
首
都
の
寺
院
や
�
觀
・
�
宇
に
赴
か
せ
祭
吿
さ
せ
た(25

)
︒
成
G
九
年

(
一
四
七
三
)
三
#
に
は
︑
禮
科

右
給
事
中
張
鐸
ら
が
上
奏
し
︑
こ
の
年
の
春
に
雨
が
影
ら
ず
︑
穀
物
の
收
穫
の
P
み
が
無
く
な
っ
た
と
し
て
︑
�
武
の
群
臣
に
齋
戒
沐
浴
と
修

省
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
ず
る
こ
と
を
願
っ
た
︒
そ
こ
で
成
G
.
は
︑
三
人
の
侯
E
に
命
じ
て
天
・
地
・
社
稷
・
山
川
の
諸
神
に
祭
吿
さ
せ
︑

ま
た
M
部
尙
書
尹
旻
ら
に
各
寺
院
・
�
觀
・
祠
�
で
祈
ら
せ
た(26

)
︒
さ
ら
に
︑
成
G
十
九
年

(
一
四
八
三
)
十
二
#
に
は
︑
冬
に
R
が
影
ら
な
い

の
で
︑
成
G
.
は
禮
部
に
命
じ
て
三
日
閒
齋
戒
し
︑
屠
殺
を
禁
止
し
︑
英
國
公
張
懋
を
J
K
し
て
天
地
壇
・
社
稷
壇
・
山
川
壇
に
祭
吿
さ
せ
︑

定
西
侯
蔣
琬
ら
を
J
K
し
て
宮
觀
・
寺
院
で
祈
ら
せ
た(27

)
︒
嘉
靖
四
十
三
年

(一
五
六
四
)
三
#
に
は
︑
旱
L
の
恐
れ
が
�
り
︑
黃
砂
が
止
ま
な

か
っ
た
の
で
︑
修
省
の
時
と
同
樣
に
︑
定
國
公
徐
C
德
ら
を
�
天
宮
な
ど
の
六
つ
の
宮
や
�
に
J
K
し
て
祭
吿
さ
せ
た(28

)
︒
萬
曆
五
年

(一
五
七

七
)
十
#
に
は
︑
星
變
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
︑
修
省
が
お
こ
な
わ
れ
た
際
︑
皇
.
は
禮
部
に
命
じ
て
︑
�
天
宮
で
三
日
閒
の
齋
醮
を
お

こ
な
わ
せ
︑
さ
ら
に
各
宮
や
�
に
も
祭
吿
し
た(29

)
︒
萬
曆
二
十
四
年

(一
五
九
六
)
三
#
に
は
宮
中
の
坤
寧
宮
と
乾
淸
宮
が
火
災
に
W
っ
た
た
め
︑

修
省
が
お
こ
な
わ
れ
︑
眞
武
神
・
漢
壽
亭
侯
・
都
城
隍
神
︑
靈
濟
宮
の
金
闕
眞
君
・
玉
闕
眞
君
な
ど
の
諸
神
に
太
常
寺
の
堂
上
官
が
J
K
さ
れ

て
祈
っ
た(30

)
︒
こ
の
よ
う
に
�
�
が
修
省
を
お
こ
な
う
時
︑
國
家
祭
祀
の
重
�
な
神
々
ば
か
り
で
な
く
︑
佛
敎
の
寺
院
や
�
敎
の
�
觀
︑
さ
ら
に

は
眞
武
神
な
ど
の
そ
の
他
の
諸
神
に
も
官
僚
を
J
K
し
︑
祭
吿
し
て
い
た
︒
そ
の
目
�
は
︑
天
N
に
應
え
て
修
省
を
す
る
皇
.
を
こ
れ
ら
の
神

佛
が
﹁
靈
力
﹂
を
發
揮
し
て
助
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
述
べ
た
�
初
の
宗
敎
政
策
の
ほ
か
︑
�
�
は
慰
靈
・
葬
儀
・
小
祥

(一
周
忌
)
・
大
祥
な
ど
に
お
い
て
も
︑
佛
敎
や
�
敎
の
齋
醮
を
お

こ
な
っ
て
い
た
︒
太
祖
は
國
家
祭
祀
を
補
う
形
で
佛
敎
の
法
會
を
開
い
て
い
る
︒
洪
武
五
年

(
一
三
七
二
)
正
#
十
三
日
︑
太
祖
は
元
末
の
戰

亂
の
中
で
\
く
な
っ
た
人
々
の
靈

(鬼
)
︑
特
に
祀
ら
れ
て
い
な
い
靈
︑
い
わ
ば
無
緣
佛
を
弔
う
法
會
を
︑
蔣
山
太
^
興
國
禪
寺
で
開
い
て
い

る(
31
)

︒
本
來
︑
無
祀
の
靈
の
供
養
に
は
國
家
祭
祀
で
厲
壇
の
祭
り
が
�
っ
た
︒
こ
れ
よ
り
�
の
洪
武
三
年

(一
三
七
〇
)
十
二
#
︑
太
祖
は
元
末

の
亂
で
\
く
な
っ
た
無
祀
の
靈
を
祭
る
た
め
に
︑
京
師
に
泰
厲
︑
王
府
に
國
厲
︑
府
・
州
に
郡
厲
︑
縣
に
邑
厲
︑
里
甲
に
`
厲
を
設
け
た(32

)
︒
し

か
し
︑
太
祖
は
さ
ら
に
無
祀
の
靈
の
た
め
に
佛
敎
の
法
會
を
擧
行
し
た
︒
こ
の
法
會
は
非
常
に
大
規
模
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
太
祖
は
︑
洪
武
四
年
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(一
三
七
一
)
十
二
#
に
江
南
の
僧
侶
十
人
を
京
師

(南
京
)
に
召
し
︑
a
五
年
正
#
︑
欽
天
監
の
官
に
命
じ
て
吉
日
を
b
ば
せ
︑
蔣
山
太
^
興

國
禪
寺
で
濟
度
の
法
會
を
開
い
た
︒
太
祖
は
一
箇
#
閒
齋
戒
し
て
女
色
を
絕
ち
︑
中
書
右
丞
相
汪
廣
洋
と
左
丞
相
胡
惟
庸
に
命
じ
て
︑
城
隍
神

と
社
稷
の
神
に
自
ら
の
命
を
傳
え
さ
せ
︑
そ
れ
ら
の
神
の
呼
び
か
け
に
よ
り
︑
無
祀
の
鬼
が
�
て
集
ま
る
こ
と
を
d
待
し
た
︒
法
會
の
初
日
の

洪
武
五
年
正
#
十
三
日
︑
太
祖
は
禮
e
を
着
て
皇
宮
の
奉
天
殿
に
臨
み
︑
群
臣
も
禮
e
を
着
て
左
右
に
侍
し
︑
尙
寶
司
卿
が
太
祖
御
Û
の
︹
釋

3
如
來
へ
の
︺
違
奏
を
開
き
︑
皇
.
の
印
璽
を
捺
し
た
︒
太
祖
は
再
拜
し
て
香
を
焚
き
︑
自
ら
違
奏
を
見
た
後
︑
禮
部
尙
書
に
渡
し
た
︒
禮
部

尙
書
は
太
祖
の
�
を
捧
げ
︑
皇
宮
の
午
門
か
ら
出
て
蔣
山
太
^
興
國
禪
寺
に
赴
い
た
︒
蔣
山
で
は
*
職
以
下
僧
侶
千
人
が
香
華
を
持
っ
て
出
g

え
た
︒
そ
の
後
に
諸
僧
が
佛
事
を
お
こ
な
い
︑
三
日
目
の
正
#
十
五
日
に
は
︑
太
祖
が
自
ら
太
^
興
國
禪
寺
に
赴
い
た
︒
太
祖
は
禮
e
を
着
て

大
雄
殿
で
釋
3
に
向
か
い
︑
供
え
物
を
し
て
禮
拜
し
︑
群
臣
も
こ
れ
に
從
っ
た
︒
太
祖
は
國
家
祭
祀
の
﹁
天
﹂﹁
地
﹂
へ
の
祭
祀
と
同
樣
の
三

獻
禮
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
際
に
杭
州
徑
山
寺
の
*
職
宗
泐
の
作
っ
た
八
つ
の
﹁
悅
佛
之
樂
﹂
が
奏
さ
れ
た
︒
こ
の
法
會
は
宋
濂
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
ば
︑﹁
佛
典
に
求
め
て
︑
先
王
の
禮
を
附
し
た
﹂
も
の
で
あ
り
︑
佛
式
の
法
會
と
儒
敎
の
國
家
祭
祀
の
儀
式
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の

と
言
え
る
︒
太
^
興
國
禪
寺
は
洪
武
十
四
年

(一
三
八
一
)
に
場
j
を
�
し
て
改
築
さ
れ
︑
靈
谷
寺
と
改
名
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
後
︑
永
樂
年
閒

に
北
京
へ
�
都
す
る
ま
で
︑
�
�
の
法
會
を
お
こ
な
う
寺
院
と
さ
れ
た(33

)
︒

太
祖
は
こ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
洪
武
十
六
年

(一
三
八
三
)
八
#
︑
�
年
八
#
に
\
く
な
っ
た
馬
皇
后
の
小
祥
に
︑
宮
殿
で
國
家
祭
祀
の
儀

式
を
お
こ
な
っ
た
ほ
か
︑
靈
谷
寺
と
�
天
宮
で
そ
れ
ぞ
れ
佛
敎
式
と
�
敎
式
の
一
周
忌
の
齋
醮
を
三
日
閒
お
こ
な
っ
て
い
る(34

)
︒
太
祖
の
後
も
︑

�
�
で
は
葬
儀
や
命
日
に
︑
國
家
祭
祀
に
附
隨
し
て
佛
敎
や
�
敎
の
齋
醮
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
永
樂
.
も
︑
洪
武
三
十
五
年

(
円
�
四
年
︑

一
四
〇
二
)
六
#
に
卽
位
し
た
後
︑
同
年
九
#
に
�
天
宮
で
七
晝
夜
に
わ
た
り
︑
太
祖
と
馬
皇
后
の
冥
福
を
祈
る
�
敎
の
大
醮
を
お
こ
な
っ
た(35

)
︒

永
樂
元
年

(一
四
〇
三
)
五
#
に
は
︑
禮
部
尙
書
李
至
剛
ら
の
上
奏
に
よ
り
︑
宋
代
の
制
度
に
倣
い
︑
太
祖
と
馬
皇
后
の
命
日
に
︑
天
禧
寺
な

ど
の
五
寺
と
�
天
宮
で
︑
僧
侶
と
�
士
に
三
晝
夜
に
わ
た
り
經
を
讀
ま
せ
た(36

)
︒
永
樂
.
は
永
樂
五
年

(
一
四
〇
六
)
二
#
に
も
︑
靈
谷
寺
で
太

祖
と
馬
皇
后
の
冥
福
を
祈
る
法
會
を
お
こ
な
っ
て
い
る(37

)
︒
ま
た
︑
永
樂
.
は
永
樂
五
年
七
#
︑
仁
孝
皇
后
が
\
く
な
っ
た
時
も
︑
天
禧
寺
と
�
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天
宮
で
齋
醮
を
お
こ
な
わ
せ
た(38

)
︒
a
永
樂
六
年
七
#
の
仁
孝
皇
后
の
一
周
忌
に
も
︑
�
常
の
國
家
祭
祀
の
ほ
か
︑
禮
部
に
命
じ
て
︑
天
禧
寺
と

�
天
宮
で
齋
醮
を
お
こ
な
わ
せ
た(39

)
︒
そ
の
後
︑
永
樂
八
年
七
#
の
仁
孝
皇
后
の
忌
辰

(
命
日
)
に
も
︑
永
樂
.
は
禮
部
に
命
じ
︑
僧
侶
と
�
士

に
七
晝
夜
の
齋
醮
を
お
こ
な
わ
せ
た(40

)
︒

皇
.
や
皇
后
の
葬
儀
に
お
い
て
も
︑
佛
敎
や
�
敎
の
寺
院
・
�
觀
で
齋
醮
や
祭
吿
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
永
樂
二
十
二
年

(一
四
二
四
)
十
二

#
の
永
樂
.
の
葬
儀
に
お
い
て
︑
洪
煕
.
は
官
を
天
地
・
宗
�
・
社
稷
に
J
K
し
て
祭
吿
し
た
ほ
か
︑
禮
部
に
命
じ
︑
慶
壽
寺
・
海
印
寺
・
靈

濟
宮
に
お
い
て
佛
敎
と
�
敎
の
七
晝
夜
の
大
齋
を
お
こ
な
わ
せ(41

)
︑
a
洪
煕
元
年

(一
四
二
五
)
正
#
の
上
元
4
に
も
︑
僧
錄
司
に
命
じ
︑
慶
壽

寺
で
七
晝
夜
に
わ
た
り
︑
父
母
た
る
永
樂
.
と
そ
の
皇
后
の
冥
福
を
祈
る
大
齋
を
お
こ
な
わ
せ
た(42

)
︒
正
瓜
十
三
年
二
#
︑
慶
壽
寺
は
大
興
隆
寺

と
名
稱
を
變
え
︑
こ
れ
以
後
も
僧
錄
司
が
置
か
れ
︑
�
�
の
佛
敎
政
策
の
據
點
と
な
っ
た(43

)
︒
成
G
二
十
三
年

(
一
四
八
七
)
十
一
#
︑
成
G
.

の
葬
儀
に
お
い
て
︑
太
常
寺
の
官
が
J
K
さ
れ
︑
靈
柩
が
�
る
�
筋
の
門
・
橋
・
河
そ
し
て
關
王
�

(關
羽
�
)
・
靈
濟
宮
・
眞
武
�
な
ど
に

祭
吿
し
た(44

)
︒
こ
の
よ
う
な
祭
吿
は
�
�
の
葬
儀
に
お
い
て
繰
り
o
し
お
こ
な
わ
れ
た
︒
弘
治
十
八
年

(
一
五
〇
五
)
十
#
の
弘
治
.
の
葬
儀
の

際
に
も
太
常
寺
の
官
が
J
K
さ
れ
︑
關
羽
�
・
靈
濟
宮
・
眞
武
�
な
ど
に
祭
吿
し
た(45

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
�
は
萬
壽
4
︑
皇
.
の
祖
母
と
母
の
5
生
日
︑
葬
儀
・
命
日
等
に
儒
敎
の
國
家
祭
祀
と
と
も
に
︑
佛
寺
と
�
觀
で
祭
吿
・

齋
醮
を
お
こ
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
每
年
の
二
#
の
春
祈
と
秋
報
に
も
︑
國
家
祭
祀
を
補
う
か
た
ち
で
︑
大
報
恩
寺
・
大
興
隆
寺
や
�
天
宮
な

ど
で
齋
醮
を
お
こ
な
っ
た(46

)
︒

�
�
は
慰
靈
の
た
め
の
齋
醮
も
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
洪
武
五
年
正
#
に
太
祖
が
お
こ
な
っ
た
︑
無
祀
の
靈
に
對
す
る
法
會
に
つ
い
て
は
す
で

に
述
べ
た
が
︑
永
樂
七
年

(一
四
〇
九
)
二
#
︑
南
直
隸
鳳
陽
府
靈
璧
縣
・
曰
�
︑
山
東
の
東
昌
府
︑
北
直
隸
眞
定
府
・
夾
河
・
藳
城
縣
の
諸

地
方
に
僧
侶
が
J
K
さ
れ
︑
靖
難
の
役
で
戰
死
し
た
將
兵
の
慰
靈
が
そ
れ
ぞ
れ
三
晝
夜
お
こ
な
わ
れ
た(47

)
︒
a
永
樂
八
年

(
一
四
一
〇
)
八
#
に

は
︑
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
q
征
で
\
く
な
っ
た
兵
士
を
弔
う
た
め
の
三
晝
夜
の
齋
醮
を
慶
壽
寺
と
白
雲
觀
で
お
こ
な
っ
て
い
る(48

)
︒
同
樣
に
︑
景
泰
二

年

(一
四
五
一
)
二
#
︑
皇
后
の
命
令
で
︑
二
年
�
の
正
瓜
十
四
年

(一
四
四
九
)
に
起
こ
っ
た
土
木
の
變
に
お
い
て
︑
北
京
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
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r
圍
さ
れ
た
際
に
\
く
な
っ
た
兵
士
・
子
供
・
老
人
の
慰
靈
の
た
め
︑
僧
侶
と
�
士
に
齋
醮
を
さ
せ
︑
每
年
の
慰
靈
の
祭
祀
を
祭
厲
の
日
に
お

こ
な
う
こ
と
に
し
た(49

)
︒

こ
の
よ
う
に
�
�
は
萬
壽
4
な
ど
の
5
生
日
・
命
日
・
葬
儀
・
元
旦
・
冬
至
・
春
祈
・
秋
報
︑
そ
し
て
修
省
に
お
い
て
︑
國
家
祭
祀
を
補
う

形
で
佛
敎
や
�
敎
の
齋
醮
や
祭
吿
を
お
こ
な
っ
て
い
た
︒
�
�
は
佛
�
二
敎
に
國
家
儀
禮
・
國
家
祭
祀
の
中
心
�
部
分
で
は
な
い
が
︑
そ
の
一

部
を
擔
わ
せ
て
い
た
︒
後
述
す
る
弘
治
元
年
四
#
の
禮
部
の
N
見
に
よ
れ
ば
︑
大
興
隆
寺
の
釋
3
牟
尼
佛
と
�
天
宮
の
三
淸
三
境
天
!
へ
の
祭

吿
や
齋
醮
は
國
家
祭
祀
の
祀
典
に
入
っ
て
お
ら
ず
︑
8
慣
�
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が(50

)
︑
二
敎
は
禮
部
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
︑

事
實
上
︑
國
家
禮
制
・
國
家
祭
祀
の
枠
組
み
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
�
�
は
さ
ら
に
︑
そ
れ
以
外
の
1
と
し
て
民
閒
信

仰
の
諸
神
も
國
家
祭
祀
に
入
れ
て
い
た
︒
以
下
︑
こ
の
點
を
中
心
に
見
て
い
こ
う
︒

第
二
違

�
代
の
諸
神
�

こ
こ
で
︑
�
�
の
國
家
祭
祀
に
お
い
て
︑
正
瓜
�
・
傳
瓜
�
諸
神
�
び
釋
3
牟
尼
佛
と
三
淸
三
境
天
!
を
除
く
諸
神
の
1
な
も
の
を
擧
げ
る

な
ら
ば
︑
D
の
よ
う
に
な
る(51

)
︒
こ
れ
ら
の
諸
神
の
中
に
は
﹃
正
德
會
典
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
�
る
が
︑﹃
�
實
錄
﹄
に
お
い
て
神

名
が
�
示
さ
れ
︑
王
�
よ
り
封
號
が
與
え
ら
れ
︑
�
司
に
よ
る
祭
祀
も
�
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
國
家
祭
祀
の
祀
典
に
入
れ
ら
れ
た
と
見
な

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
神
の
多
く
は
︑
後
述
す
る
弘
治
元
年
四
#
の
禮
科
給
事
中
張
九
功
の
國
家
祭
祀
の
整
理
を
1
張
す
る
上
奏
と
︑

そ
れ
に
對
す
る
禮
部
の
N
見
で
取
り
上
げ
ら
れ
︑
論
議
の
對
象
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

【北
極
中
天
星
1
紫
t
大
.
︼
天
極
を
神
と
す
る
︒
正
瓜
年
閒
初
d
︑
北
京
の
大
德
觀
の
東
に
紫
t
殿
を
円
て
︑
宴
を
設
け
た
︒
每
年
︑
萬
壽

4
・
正
#
・
冬
至
に
大
臣
を
J
K
し
て
祭
吿
し
た
︒

【九
天
應
元
雷
聲
�
G
天
!
︼
雷
部
諸
神
を
司
る
神
︒
每
年
︑
六
#
二
十
四
日
を
天
!
示
現
の
日
と
し
︑
大
德
顯
靈
宮

(
大
德
觀
よ
り
改
名
)
に

官
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒
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【
祖
師
三
天
扶
敎
輔
玄
大
法
師
眞
君
︼
正
一
敎
の
敎
祖
で
あ
る
後
漢
の
張
�
陵
を
大
德
顯
靈
宮
で
祀
っ
た
︒
每
年
正
#
十
五
日
を
示
現
の
日
と

し
て
︑
官
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒

【大
小
靑
龍
神
︼
洪
煕
元
年

(一
四
二
五
)
二
#
に
祭
祀
︒
順
天
府
の
盧
師
山
の
傍
の
淵
に
大
小
の
靑
龍
が
お
り
︑
旱
L
に
W
っ
た
時
に
祈
れ
ば
︑

雨
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
每
年
二
#
と
八
#
と
旱
L
時
に
官
を
J
K
し
て
祭
吿
し
た
︒

【梓
潼
.
君
︼
東
晉
の
頃
か
ら
四
川
梓
潼
縣
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
︒
の
ち
に
�
昌
.
君
と
合
體
︒
景
泰
五
年

(一
四
五
四
)
に
�
昌
宮
と
し
て

祀
ら
れ
︑
科
擧
の
v
驗
者
に
信
仰
さ
れ
た
︒
每
年
二
#
三
日
を
5
生
日
と
し
て
︑
官
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒

【北
極
佑
w
眞
君
︼
(眞
武
神
)
北
方
七
宿
の
總
稱
︒
永
樂
十
二
年

(一
四
一
四
)
三
#
︑
北
京
に
眞
武
�
が
立
て
ら
れ
︒
每
年
三
#
三
日
︑
九
#

九
日
に
太
常
寺
官
を
J
K
し
て
祭
祀
し
た
︒

【崇
恩
眞
君
・
隆
恩
眞
君
︼
崇
恩
眞
君
は
宋
代
の
�
士
H
堅
で
あ
り
︑
隆
恩
眞
君
は
そ
の
弟
子
王
靈
官
で
あ
る
︒
宣
德
年
閒
に
大
德
觀
で
祀
っ

た
︒
萬
壽
4
・
正
#
・
冬
至
と
二
眞
君
の
5
生
日
に
官
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒

【金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
︼
宋
代
の
徐
知
證
・
徐
知
諤
兄
弟
︒
永
樂
十
五
年
三
#
︑
北
京
に
靈
濟
宮
を
円
て
︑
永
樂
十
六
年
に
兄
弟
の
父
母
も

祭
ら
れ
た
︒
成
G
二
十
二
年

(一
四
八
六
)
四
#
に
徐
兄
弟
に
.
號
を
加
え
︑
每
#
の
朔
P
・
萬
壽
4
・
正
#
・
冬
至
�
び
兄
弟
の
5
生

日
に
重
臣
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒

【
神
父
w
.
・
神
母
元
君
・
金
闕
元
君
・
玉
闕
元
君
︼
神
父
w
.
・
神
母
元
君
は
金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
の
父
母
︑
金
闕
元
君
・
玉
闕
元
君
は

二
上
.
の
妻
で
あ
る
︒
萬
壽
4
・
正
#
・
冬
至
に
官
を
J
K
し
て
祈
っ
た
︒

【
漢
壽
亭
侯
︼
(關
羽
�
)
洪
武
二
十
七
年

(一
三
九
四
)
正
#
︑
南
京
に
�
が
円
て
ら
れ
︑
永
樂
年
閒
に
は
北
京
に
も
�
が
円
て
ら
れ
た
︒
萬
曆

十
八
年

(一
五
九
〇
)
に
協
天
護
國
忠
義
.
に
封
じ
︑
萬
曆
四
十
二
年

(一
六
一
四
)
十
#
十
日
に
三
界
伏
x
大
.
神
威
震
天
!
姶

闗
w
.
君

に
封
じ
た
︒
神
威
q
鎭
天
!
と
い
う
神
名
を
奉
り
︑
以
後
︑
一
般
に
關
.
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
每
年
五
#
十
三
日
に
太
常
寺
の

官
を
J
K
し
て
祀
っ
た
︒
ま
た
︑
國
家
の
大
事
が
�
る
時
は
祭
吿
し
た
︒
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【天
妃
︼
(媽
祖
)
永
樂
三
年

(一
四
〇
五
)
正
#
︑
天
津
の
直
沽
に
�
が
円
て
ら
れ
た
︒
永
樂
五
年
九
#
に
は
南
京
の
龍
江
關
に
も
�
が
円
て

ら
れ
た
︒

【高
郵
湖
神
祠
︼
宣
德
七
年

(一
四
三
二
)
七
#
に
円
立
︒
南
直
隸
揚
州
府
高
郵
州
に
宋
代
の
人
耿
W
德
が
祀
ら
れ
て
お
り
︑
靈
應
侯
に
封
じ
ら

れ
︑
靈
驗
が
�
る
と
さ
れ
て
い
た(52

)
︒

【金
龍
四
大
王
祠
︼
景
泰
七
年

(一
四
五
六
)
十
二
#
︑
山
東
省
兗
州
府
壽
張
縣
沙
灣
に
祀
ら
れ
た
水
神(53

)
︒
崇
禎
十
四
年

(一
六
四
一
)
八
#
︑

神
號
に
﹁
弘
佑
感
應
﹂
の
四
字
が
加
え
ら
れ
た(54

)
︒

【安
^
鎭
�
︼
弘
治
元
年

(一
四
八
八
)
十
二
#
︑
黃
河
の
氾
濫
に
よ
り
決
壞
し
た
山
東
兗
州
府
東
阿
縣
張
秋
鎭
の
治
水
が
完
了
し
た
後
︑
太
監

李
興
ら
の
�
B
に
よ
り
︑
張
秋
鎭
を
安
^
鎭
と
改
め
︑
眞
武
神
・
龍
王
・
天
妃
を
祀
っ
た(55

)
︒

【東
鹽
池
之
神
・
西
鹽
池
之
神
︼
元
�
は
C
祐
元
年

(一
三
一
四
)
三
#
︑
鹽
池
怨
�
を
円
て
祀
っ
た
︒
�
代
の
弘
治
七
年

(
一
四
九
四
)
︑
山
西

{
撫
張
|
華
が
鹽
の
增
產
と
影
雨
を
祈
っ
て
�
を
再
円
し
た
︒
さ
ら
に
︑
�
�
は
正
德
五
年

(一
五
一
〇
)
十
#
︑
東
鹽
池
之
神
・
西
鹽

池
之
神
の
神
號
を
つ
け
て
祀
っ
た(56

)
︒
萬
曆
十
七
年

(一
五
八
九
)
︑
�
�
は
さ
ら
に
靈
祐
祠
と
い
う
�
號
を
賜
っ
た
︒
萬
曆
十
九
年
に
は
御

~
蔣
春
芳
が
�
を
改
修
し
︑
東
西
鹽
池
之
神
を
中
に
合
祀
し
た
︒

【大
高
玄
殿
︼
嘉
靖
二
十
一
年

(一
五
四
二
)
四
#
︑
皇
城
內
の
西
苑
に
円
て
︑
上
.
を
祀
っ
た(57

)
︒

【許
旌
陽
眞
人
宮
︼
嘉
靖
三
十
四

(一
五
五
五
)
年
四
#
︑
江
西
省
で
東
晉
の
許
r
を
祀
っ
た(58

)
︒

【
黑
龍
潭
龍
王
�
︼
萬
曆
二
十
六
年

(一
五
九
八
)
︑
順
天
府
金
山
口
の
北
の
黑
龍
潭
に
在
る
龍
王
�
の
位
を
上
げ
︑
護
國
濟
民
神
應
龍
王
�
と

し
た(59

)
︒

以
上
の
諸
神
・
諸
�
に
は
�
敎
系
も
�
る
が
︑
も
と
も
と
民
閒
信
仰
で
あ
っ
た
も
の
が
多
い
︒
眞
武
神
・
大
小
靑
龍
神
・
鹽
池
之
神
・
龍
王

の
う
ち
︑
龍
神
・
龍
王
は
龍
を
神
と
し
た
も
の
で
︑
雨
を
影
ら
せ
る
靈
驗
が
�
る
と
さ
れ
た
地
方
神
で
あ
る
︒
國
家
祭
祀
に
は
も
と
も
と
雨
神

が
�
り
︑
大
雩
と
い
う
雨
乞
い
の
祀
り
も
�
る
︒
雷
聲
�
G
天
!
は
雷
神
で
あ
る
が
︑
國
家
祭
祀
に
も
雷
神
の
祭
祀
が
�
る
︒
�
す
る
に
︑
�
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�
は
國
家
祭
祀
に
雨
神
や
雷
神
が
�
っ
て
も
︑
民
閒
で
靈
力
が
�
る
と
さ
れ
た
龍
神
や
雷
神
も
國
家
祭
祀
に
入
れ
て
︑
官
僚
を
J
K
し
て
祀
っ

た
︒
鹽
池
の
二
神
も
本
來
は
人
閒
で
は
な
く
︑
鹽
池
を
神
格
G
し
た
も
の
で
あ
る
︒
山
川
を
始
め
と
す
る
自
然
に
も
靈
力
を
�
め
る
の
は
︑
國

家
祭
祀
で
山
や
河
を
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
の
と
同
樣
で
あ
る
︒
關
.
・
天
妃
・
崇
恩
眞
君
・
隆
恩
眞
君
・
金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
・
許
旌
陽

眞
人
・
金
龍
四
大
王
は
�
て
も
と
も
と
人
閒
で
あ
っ
た
神
々
で
あ
る
︒
彼
ら
は
實
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
死
後
に
靈
力
を
顯
し

た
と
さ
れ
︑
多
く
は
地
方
で
祀
ら
れ
て
い
た
が
︑
�
以
�
の
諸
王
�
で
祀
っ
て
い
た
も
の
も
�
っ
た
︒
そ
の
他
に
︑﹃
正
德
會
典
﹄
卷
八
十
五

は
︑
中
國
の
�
國
各
地
で
祀
ら
れ
て
い
た
多
數
の
祀
�
を
載
せ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
諸
祀
�
は
︑
中
央
と
地
方
で
お
こ
な
う
國
家
祭
祀
が
い
か

に
多
數
に
の
ぼ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
�
�
が
本
來
は
祀
典
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
民
閒
信
仰
の
諸
神
を
國
家
祭
祀
の
祀

典
に
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
な
る
︒

そ
も
そ
も
�
�
は
洪
武
元
年
十
#
︑
中
書
省
に
命
じ
て
︑
天
下
の
郡
縣
に
︑
祀
る
べ
き
神
・
名
山
・
大
川
・
w
.
・
�
王
・
忠
臣
・
烈
士
で
︑

國
家
に
功
績
が
�
る
か
︑
民
に
惠
み
が
�
っ
た
も
の
は
事
實
を
も
っ
て
報
吿
さ
せ
︑
祀
典
に
著
け
て
�
司
に
每
年
祀
ら
せ
る
こ
と
に
し
た(60

)
︒
�

�
は
こ
れ
ら
の
神
々
に
對
し
て
︑
時
に
は
皇
.
が
碑
�
を
書
き
︑
萬
壽
4
を
始
め
と
す
る
4
日
や
國
家
祭
祀
・
葬
儀
�
び
定
め
ら
れ
た
日
に
官

を
J
K
し
て
祀
り
︑
齋
醮
を
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
儒
敎
の
み
を
正
瓜
と
す
る
考
え
の
官
僚
も
お
り
︑
し
ば
し
ば
上
奏
し
て
︑
國
家
祭
祀
の
正
瓜

�
神
々
以
外
の
諸
神
を
祀
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
に
1
張
し
て
い
る
︒
以
下
︑
こ
の
點
を
檢
討
し
て
み
よ
う
︒

第
三
違

諸
神
の
祭
祀
と
儒
敎
官
僚
の
批
�

�
初
洪
武
年
閒
に
佛
敎
に
反
對
し
︑
太
祖
の
怒
り
を
買
っ
て
處
𠛬
さ
れ
た
官
僚
に
大
理
寺
卿
李
仕
魯
が
い
る
が(61

)
︑
�
一
代
を
�
し
て
︑
儒
敎

の
み
を
正
瓜
と
す
る
官
僚
に
よ
る
佛
敎
と
�
敎
を
排
擊
す
る
N
見
は
止
ま
な
か
っ
た
︒
成
G
十
二
年

(一
四
七
六
)
八
#
︑
�
�
で
皇
宮
內
の

北
に
殿
を
円
て
︑
�
敎
の
玉
皇
を
祀
ろ
う
と
す
る
計
劃
が
=
め
ら
れ
た
︒
戶
部
尙
書
商
輅
が
禮
に
反
す
る
と
し
て
︑
反
對
す
る
上
奏
を
し
た
結

果
︑
皇
宮
內
で
は
玉
皇
を
始
め
と
す
る
�
て
の
齋
醮
が
中
止
と
な
っ
た(62

)
︒
官
僚
の
反
對
の
中
で
�
も
際
だ
っ
て
い
た
の
は
︑
弘
治
元
年

(
一
四
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八
八
)
四
#
︑
禮
科
給
事
中
張
九
功
に
よ
る
︑
祀
典
の
嚴
正
な
�
守
を
B
う
上
奏
で
あ
っ
た(63

)
︒
張
九
功
の
上
奏
は
︑
儒
敎
の
立
場
か
ら
︑
�
�

が
正
瓜
�
な
國
家
祭
祀
の
ほ
か
に
︑
佛
敎
や
�
敎
︑
そ
の
他
の
諸
神
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
を
批
�
し
︑
そ
れ
ら
の
祭
祀
を
禮
部
が
檢
査
す
る
こ

と
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
具
體
�
に
は
︑
大
興
隆
寺
の
釋
3
牟
尼
佛
︑
�
天
宮
の
三
淸
三
境
天
!
︑
大
德
顯
靈
宮
の
九
天
應
元
雷
聲
�
G
天

!
︑
靈
濟
宮
の
金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
と
そ
の
父
母
妻
︑
諸
宮
觀
の
諸
神
に
對
す
る
祭
祀
に
反
對
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
張
九
功
の
上
奏
を
v

け
て
弘
治
.
は
︑
禮
部
に
會
議
を
開
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
神
に
つ
い
て
︑
立
て
ら
れ
た
時
代
︑
國
へ
の
功
績
︑
人
民
へ
の
恩
澤
を
詳
し
く
�
べ
︑

祀
る
べ
き
か
否
か
を
報
吿
す
る
よ
う
に
と
命
じ
た
︒
禮
部
は
會
議
を
開
き
︑
そ
の
結
果
︑
尙
書
の
周
洪
謨
は
あ
ら
ま
し
以
下
の
よ
う
な
對
策
を

円
言
し
た(64

)
︒

大
興
隆
寺
の
釋
3
牟
尼
佛
と
�
天
宮
の
三
淸
三
境
天
!
に
對
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
︑
萬
壽
4
と
皇
后
・
皇
太
子
の
5
生
日
の
た
め
の
吉

祥
の
齋
醮
︑
喪
禮
や
四
十
九
日
の
齋
醮
︑
そ
れ
ら
の
一
日
�
の
祭
吿
は
祀
典
に
合
わ
な
い
の
で
取
り
や
め
る
︒
さ
ら
に
︑
北
極
中
天
星
1
紫
t

大
.
と
九
天
應
元
雷
聲
�
G
天
!
は
︑
同
樣
の
神
が
す
で
に
國
家
祭
祀
で
祀
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
神
に
祭
吿
す
る
必
�
は
な
い
︒

祖
師
三
天
扶
敎
輔
玄
大
法
師
眞
君
は
漢
代
の
張
�
陵
が
後
代
祀
ら
れ
て
︑
歷
代
王
�
か
ら
位
を
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
�
�
は
正
一
嗣

敎
眞
人
の
封
秩
を
繼
承
し
︑
每
年
正
#
十
五
日
に
大
德
顯
靈
宮
に
官
を
J
K
し
て
吿
祭
し
て
い
る
︒
張
�
陵
は
子
孫
が
祀
る
べ
き
で
あ
り
︑
國

の
祭
祀
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

大
小
靑
龍
神
は
影
雨
に
靈
驗
が
�
り
︑
宣
德
年
閒
に
大
圓
�
寺
を
円
て
祀
り
︑
春
と
秋
に
順
天
府
の
官
を
J
K
し
て
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い

る
︒
し
か
も
︑
旱
L
に
W
え
ば
官
を
J
K
し
て
祭
吿
し
て
い
る
︒
�
年
︑
こ
の
二
靑
龍
の
靈
驗
は
無
く
な
り
︑
春
と
秋
の
祭
祀
と
祭
吿
は
止
め

る
こ
と
を
乞
う
︒

梓
潼
.
君
は
も
と
も
と
蜀
の
劍
州
出
身
の
︑
東
晉
に
仕
え
て
戰
沒
し
た
張
亞
子
で
あ
る
が
︑
�
を
円
て
ら
れ
︑
後
代
に
神
と
し
て
崇
拜
さ
れ
︑

歷
代
王
�
に
よ
り
位
を
�
け
ら
れ
た
︒
現
在
は
�
昌
府
と
合
せ
て
一
つ
と
な
り
︑
天
下
の
學
校
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
�
�
は
景
泰
五

年
に
梓
潼
.
君
の
�
に
�
昌
宮
の
額
を
賜
り
︑
每
年
二
#
三
日
を
そ
の
5
生
日
と
し
︑
官
を
J
K
し
て
祭
祀
を
し
て
き
た
︒
梓
潼
.
君
は
蜀
で
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祀
る
べ
き
で
あ
り
︑
京
師
で
祀
る
の
は
祀
典
に
合
わ
な
い
か
ら
や
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
梓
潼
.
君
は
本
來
�
昌
宮
と
衣
な
る
神
で
あ

り
︑
い
ま
合
し
て
一
つ
に
し
て
い
る
の
は
正
し
く
な
い
︒
�
國
の
學
校
の
�
昌
祠
も
壞
す
べ
き
で
あ
る
︒

北
極
佑
w
眞
君
す
な
わ
ち
眞
武
神
は
︑
太
祖
が
自
己
の
天
下
^
定
を
助
け
た
と
し
て
祀
っ
た
︒
太
宗

(永
樂
.
)
も
眞
武
神
を
靖
難
の
役
に

神
助
が
�
っ
た
と
し
て
︑
京
師
に
加
え
て
武
當
山
で
も
祀
っ
た
︒
そ
の
後
も
厚
く
祀
ら
れ
︑
北
京
と
南
京
で
春
・
秋
に
と
も
に
祭
祀
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
北
京
で
は
#
の
朔
P
の
祭
祀
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
祭
祀
は
過
度
で
あ
り
︑
每
年
三
#
三
日
と
九
#
九
日

に
太
常
寺
の
官
が
供
え
物
を
用
い
て
祭
祀
を
す
る
以
外
︑
そ
の
他
の
祭
祀
は
止
め
る
こ
と
を
願
う
︒
崇
恩
眞
君
は
も
と
も
と
宋
代
の
�
士
H
堅

で
あ
り
︑
張
繼
先
・
王
侍
宸
・
林
靈
素
に
法
を
學
び
靈
驗
が
�
っ
た
と
さ
れ
る
︒
隆
恩
眞
君
は
宋
代
の
王
靈
官
で
︑
H
堅
か
ら
法
を
傳
�
さ
れ

た
と
さ
れ
る
︒
宣
德
年
閒
に
大
德
觀
で
こ
の
二
眞
君
を
祀
り
︑
成
G
初
年
に
殿
名
を
大
德
顯
靈
宮
と
改
め
た
︒
每
年
︑
萬
壽
4
・
正
#
・
冬
至

と
二
眞
君
が
登
場
し
た
日
に
官
を
J
K
し
て
祭
祀
を
し
て
い
る
︒
二
眞
君
に
關
す
る
言
い
傳
え
は
信
じ
ら
れ
な
い
し
︑
�
年
は
祈
禱
し
て
も
靈

驗
が
な
い
の
で
︑
祭
吿
の
禮
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

金
闕
上
.
と
玉
闕
上
.
は
福
円
省
福
州
府
閩
縣
の
靈
濟
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
五
代
時
d
の
徐
知
證
と
徐
知
諤
で
あ
る
︒
太
宗
が
病
氣
の
時
に

祈
っ
た
と
こ
ろ
︑
病
氣
が
^
¡
し
た
︒
そ
こ
で
閩
縣
の
�
を
怨
し
く
し
︑
眞
君
の
稱
號
を
加
え
︑
官
が
春
秋
に
祀
っ
た
︒
ま
た
︑
京
師
に
も
�

を
円
て
て
祀
っ
た
︒
成
G
年
閒
に
上
.
號
を
加
え
︑
每
#
の
朔
P
︑
4
日
に
官
を
J
K
し
て
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
祭
祀
は
す
で
に
多
す

ぎ
る
︒
さ
ら
に
︑
二
.
の
父
母
で
あ
る
神
父
・
神
母
︑
妻
で
あ
る
金
闕
元
君
・
玉
闕
元
君
は
︑
宋
�
か
ら
封
號
を
與
え
ら
れ
︑
�
�
か
ら
も
.

號
・
元
君
號
を
與
え
ら
れ
た
︒
每
年
の
4
日
に
官
を
J
K
し
て
祭
祀
を
お
こ
な
う
ほ
か
︑
5
生
日
の
祭
祀
も
�
る
︒
神
父
は
五
代
吳
國
の
�
臣

で
あ
り
︑
上
.
と
元
君
の
稱
號
は
�
て
止
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

禮
部
は
さ
ら
に
︑
泰
山
之
神
を
祀
る
北
京
の
東
嶽
�
は
す
で
に
泰
山
に
�
が
�
る
の
で
︑
そ
の
祭
祀
は
過
剩
で
あ
り
︑
止
め
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
︒
同
樣
に
北
京
の
都
城
隍
�
の
祭
祀
も
︑
城
隍
之
神
を
天
地
の
祭
祀
や
山
川
壇
の
祭
祀
で
合
祭
し
て
い
る
の
で
︑
煩
雜
で
あ
り
止
め
る

べ
き
で
あ
る
と
し
た
︒
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以
上
の
よ
う
な
禮
部
の
合
議
に
よ
る
�
奏
か
ら
︑
�
�
で
は
正
瓜
�
な
國
家
祭
祀
の
外
に
︑
靈
驗
が
�
る
と
�
め
た
各
種
の
神
佛
が
官
に

よ
っ
て
祀
ら
れ
︑
每
年
の
國
家
の
4
日
の
ほ
か
︑
定
d
�
に
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
�
で
き
る
︒
禮
部
の
�
奏
は
︑
こ
れ
ら
の

神
佛
へ
の
祭
祀
を
大
部
分
否
定
し
︑
か
つ
眞
武
神
に
對
す
る
祭
祀
は
過
多
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
儒
敎
官
僚
の
一
つ
の
立
場
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
︒
禮
部
の
こ
の
報
吿
を
v
け
て
︑
弘
治
.
は
D
の
よ
う
な
決
定
を
下
し
た
︒
佛
敎
の
寺
院
と
�
敎
の
觀
宮
へ
の
祭
吿
と
齋
醮
︑
東

嶽
�
・
眞
武
�
・
城
隍
�
・
靈
濟
宮
で
の
祭
祀
は
�
て
從
來
�
り
と
す
る
︒
二
徐
眞
君

(
金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
)
と
そ
の
父
母
妻
は
本
來
の
封

號
で
あ
る
眞
君
を
用
い
︑
後
に
加
え
た
上
.
等
の
封
號
は
�
て
取
り
去
る
︒
冠
や
袍
は
禮
部
が
取
り
o
し
て
燒
却
す
る
︒
今
後
︑
福
円
省
で
用

い
る
冠
や
袍
は
六
年
ご
と
に
官
を
J
K
し
て
奄
え
る
︒
そ
の
他
の
祭
祀
は
禮
部
の
N
見
�
り
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(65

)
︒

弘
治
.
の
詔
の
內
容
の
詳
細
は
や
や
不
�
瞭
な
點
が
�
る
が
︑
佛
敎
寺
院
や
�
敎
宮
觀
で
の
齋
醮
と
祭
吿
︑
東
嶽
�
・
眞
武
�
・
城
隍
�
・

靈
濟
宮
で
の
祭
祀
は
︑
金
闕
上
.
・
玉
闕
上
.
に
關
聯
す
る
祭
祀
を
除
き
︑
ほ
と
ん
ど
從
來
�
り
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
寺
院
や
�
觀
で
の

祭
吿
・
齋
醮
を
�
め
る
な
ら
ば
︑
�
�
が
祭
吿
を
し
︑
齋
醮
を
し
て
い
る
�
揭
の
諸
神
は
ほ
と
ん
ど
�
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
た
め
か
︑

そ
の
後
も
儒
敎
�
國
家
祭
祀
の
範
圍
を
嚴
し
く
見
る
一
部
の
官
僚
は
︑
こ
れ
ら
の
神
佛
へ
の
祭
祀
に
反
對
す
る
上
奏
を
繰
り
o
し
︑
皇
.
と
の

閒
の
�
擦
は
繼
續
さ
れ
た
︒

弘
治
元
年
十
二
#
に
も
︑
監
察
御
~
司
馬
垔い

ん

が
天
下
の
寺
院
と
�
觀
を
�
て
壞
す
こ
と
を
願
う
︑
き
わ
め
て
儒
敎
原
理
1
義
�
な
上
奏
を
し

た(
66
)

︒
こ
れ
に
對
し
て
禮
部
は
︑
天
下
の
寺
院
や
�
觀
で
の
祭
祀
は
�
初
の
洪
武
年
閒
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
一
切
を
壞
す
こ
と
に
な
れ

ば
︑
こ
と
は
重
大
で
あ
る
と
し
て
︑
廷
臣
の
會
議
を
開
く
こ
と
を
B
う
た
︒
弘
治
.
は
祭
祀
の
制
度
は
祖
宗
の
舊
制
で
あ
り
︑
會
議
を
開
く
必

�
は
な
い
と
し
て
︑
司
馬
垔
の
上
奏
を
�
け
た
︒
一
方
で
弘
治
.
は
︑
弘
治
七
年

(
一
四
九
四
)
十
二
#
︑
太
監
李
興
ら
の
申
B
に
よ
り
︑
氾

濫
が
頻
發
し
て
い
た
�
河
の
�
j
︑
山
東
兗
州
府
東
阿
縣
の
張
秋
鎭
を
安
^
鎭
と
改
稱
し
︑
顯
惠
�
を
円
て
︑
眞
武
神
・
龍
王
・
天
妃
を
祀
っ

た(
67
)

︒
a
弘
治
八
年

(一
四
九
五
)
十
二
#
︑
司
禮
監
の
宦
官
經
由
で
︑
�
敎
の
三
淸
を
祀
る
際
の
樂
違
を
作
る
よ
う
に
と
の
敕
命
を
v
け
た
內

閣
大
學
士
徐
溥
は
儒
敎
を
正
瓜
と
す
る
立
場
か
ら
︑
三
淸
の
存
在
は
﹁
�
家
�
妄
之
說
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
三
淸
の
樂
違
の
作
成
に
反
對
す
る
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上
奏
を
し
た
︒
結
局
︑
弘
治
.
は
徐
溥
の
N
見
に
從
っ
た(68

)
︒
弘
治
十
一
年

(一
四
九
九
)
閏
十
一
#
に
は
︑
齋
醮
の
�
面
停
止
を
求
め
る
一
部

官
僚
の
N
見
が
出
さ
れ
た
︒
禮
部
は
︑
そ
の
よ
う
な
N
見
は
︑
�
頃
宦
官
の
緣
故
で
地
位
を
得
た
�
士
や
僧
侶
が
齋
醮
で
お
祓
い
を
す
る
と
い

う
考
え
を
唱
え
實
行
し
て
い
る
︑
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
︒
そ
こ
で
︑
萬
壽
4
︑
皇
.
の
祖
母
・
母
の
5
生
日
と
春
祈
と
秋
報

の
時
だ
け
こ
れ
ま
で
�
り
齋
醮
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
他
の
齋
醮
は
停
止
す
る
こ
と
を
上
奏
し
︑
皇
.
の
許
し
を
得
た(69

)
︒
以
後
︑
�
�
は
こ
れ
ら

の
4
日
に
齋
醮
を
お
こ
な
う
の
を
常
と
し
た
︒
弘
治
十
三
年

(一
五
〇
〇
)
二
#
︑
弘
治
.
が
�
敎
の
大
德
顯
靈
宮
で
春
祈
の
三
日
閒
の
齋
醮

を
お
こ
な
う
命
令
を
下
す
と
︑
禮
科
給
事
中
于う

瑁ぼ
う

が
そ
の
齋
醮
を
止
め
る
こ
と
を
願
っ
た
︒
弘
治
.
は
春
祈
と
秋
報
の
齋
醮
は
�
�
が
舊
來
か

ら
お
こ
な
っ
て
き
た
祭
祀
で
あ
り
︑
給
事
中
は
こ
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
い
と
非
難
し
︑
そ
の
N
見
を
�
け
た(70

)
︒
弘
治
十
八
年

(一
五
〇
五
)

十
一
#
冬
至
︑
內
閣
大
學
士
李
東
陽
が
靈
濟
宮
の
金
闕
眞
君
と
玉
闕
眞
君
を
祀
る
敕
命
を
v
け
る
と
︑
內
閣
大
學
士
劉
永
ら
が
上
奏
し
て
︑
佛

�
二
敎
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
り
︑
金
闕
眞
君
と
玉
闕
眞
君
は
祀
る
に
値
し
な
い
﹁
�
臣
﹂
で
あ
り
︑
祭
吿
は
中
止
す
べ
き
で
あ
る
と
1
張
し
︑

こ
の
敕
命
に
反
對
し
た
︒
李
永
ら
の
上
奏
は
佛
�
二
敎
を
�
面
�
に
否
定
す
る
內
容
を
含
ん
で
い
た
︒
正
德
.
は
︑
こ
の
二
眞
君
に
對
す
る
祭

祀
は
禮
に
據
れ
ば
改
め
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
先
.
以
來
︑
長
い
閒
續
け
て
き
た
の
で
︑
し
ば
ら
く
は
そ
の
ま
ま
續
け
る
︒
た
だ
し
︑
祭
祀
は
內

閣
大
學
士
で
は
な
く
︑
太
常
寺
の
官
を
J
K
す
る
と
し
た(71

)
︒

儒
敎
�
國
家
祭
祀
以
外
の
祭
祀
に
對
す
る
一
部
の
官
僚
の
批
�
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�
�
は
そ
れ
以
後
も
︑
地
方
に
祀
ら
れ
て
い
て
︑
靈
力

が
�
る
と
見
な
し
た
神
を
國
家
祭
祀
に
加
え
て
い
る
︒
正
德
五
年

(一
五
一
〇
)
年
十
#
に
は
︑
{
按
御
~
の
上
奏
に
よ
り
︑
山
西
解
州
の
鹽

池
の
神
に
︑
東
鹽
池
之
神
・
西
鹽
池
之
神
と
い
う
神
號
を
附
け
︑
�
司
が
春
と
秋
に
祀
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た(72

)
︒
ま
た
︑
�
�
で
は
洪
武
十
二

年

(一
三
七
九
)
か
ら
嘉
靖
九
年

(一
五
三
〇
)
ま
で
︑
每
年
正
#
中
に
天
地
合
祀
の
郊
祀
を
擧
行
し
た
が
︑
郊
祀
の
�
に
皇
.
は
三
日
閒
の
齋

を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
際
に
官
僚
は
寺
院
と
宮
觀
で
燒
香
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
嘉
靖
七
年

(一
五
二
八
)
正
#
︑
嘉
靖
.
は
﹃
正
德
會

典
﹄
に
�
確
な
規
定
が
無
く
︑
こ
の
燒
香
の
必
�
は
無
い
と
し
て
︑
停
止
を
命
じ
た(73

)
︒
�
�
で
は
一
時
d
︑
天
地
合
祀
に
附
隨
し
て
︑
佛
敎
や

�
敎
の
燒
香
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
嘉
靖
三
十
四
年

(一
五
五
五
)
四
#
に
は
︑
詔
に
よ
り
︑
江
西
に
�
敎
の
淨
�
�
の
祖
師
と
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さ
れ
る
︑
晉
代
の
許
r
す
な
わ
ち
許
眞
人
を
祀
る
�
で
あ
る
許
旌
陽
眞
人
宮
が
立
て
ら
れ
た(74

)
︒
萬
曆
二
十
六
年
四
#
に
は
︑
順
天
府
宛
^
縣
金

山
口
の
黑
龍
潭
の
龍
王
�
に
影
雨
の
靈
驗
が
�
る
と
し
て
︑
護
國
濟
民
神
應
龍
王
�
と
い
う
名
を
與
え
た(75

)
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
�
�
は
儒
敎
の
正
瓜
�
國
家
祭
祀
の
他
に
︑
佛
敎
寺
院
・
�
敎
宮
觀
で
齋
醮
や
祭
吿
を
お
こ
な
い
︑
民
閒
で
靈
驗

が
�
る
と
さ
れ
た
諸
神
を
國
家
祭
祀
の
祀
典
に
入
れ
た
︒
そ
し
て
︑
皇
.
・
皇
.
の
祖
母
と
母
の
5
生
日
︑
春
祈
・
秋
報
・
冬
至
な
ど
の
�
�

の
重
�
な
4
日
や
祭
祀
︑
皇
.
・
皇
后
な
ど
の
葬
祭
に
お
い
て
佛
寺
・
宮
觀
︑
そ
の
他
の
諸
神
の
�
で
祭
吿
・
齋
醮
が
な
さ
れ
た
︒

第
四
違

祭
祀
の
觀
念

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
�
�
の
祭
祀
體
系
を
形
成
し
︑
そ
れ
を
推
=
し
た
理
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
は
︑
ま
ず
�
太

祖
と
そ
の
周
圍
の
學
者
官
僚
た
ち
の
觀
念
を
檢
討
す
る
こ
と
が
必
�
で
あ
ろ
う
︒
す
で
に
先
學
の
指
摘
が
�
る
よ
う
に
︑
�
太
祖
は
儒
佛
�
三

敎
一
致
の
觀
念
を
持
っ
て
い
た
︒
太
祖
は
そ
の
﹁
三
敎
論(76

)
﹂
で
︑
佛
敎
と
�
敎
を
完
�
に
否
定
し
た
�
代
の
韓
Ï
を
や
り
す
ぎ
で
あ
る
と
見
な

し
︑
佛
敎
と
�
敎
は
儒
敎
を
蔭
で
助
け
る
存
在
で
あ
り
︑
世
に
利
益
を
與
え
る
こ
と
は
限
り
な
い
︒
儒
佛
�
三
敎
に
は
衣
な
っ
た
と
こ
ろ
も
�

る
が
︑
そ
の
理
は
一
つ
で
あ
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
太
祖
は
佛
敎
が
人
閒
を
敎
G
し
て
善
に
�
く
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
太
祖
は
ま
た
︑

そ
の
﹁︹
般
若
︺
心
經
序(77

)
﹂
で
︑
今
の
人
閒
は
釋
3
の
敎
え
を
知
ら
な
い
で
︑
い
つ
も
そ
の
法
は
空
虛
で
實
が
な
い
︑
ど
う
し
て
君
子
を
�
き

小
人
を
敎
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︑
と
言
っ
て
い
る
︒
�
は
そ
う
は
思
わ
な
い
︒
佛
は
愚
�
の
虛
を
除
き
︑
本
性
の
實
を
立
て
よ
う
と
し
て
い

る
︒
そ
の
說
い
て
い
る
の
は
︹
儒
敎
の
︺
三
綱
五
常
の
性
理
に
他
な
ら
な
い
︒﹃
般
若
心
經
﹄
の
言
う
空
な
る
相
は
眞
な
る
相
で
な
く
︑
妄
想

の
空
相
で
あ
る
︒
心
經
は
心
の
�
念
を
除
き
︑
正
�
に
歸
せ
し
め
よ
う
と
P
ん
で
い
る
︒
ど
う
し
て
佛
敎
が
妄
と
さ
れ
よ
う
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

太
祖
の
佛
敎
に
對
す
る
理
解
は
多
分
に
儒
敎
に
引
き
つ
け
て
解
釋
し
︑
必
ず
し
も
佛
敎
の
敎
え
を
深
く
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
ま
た
︑

太
祖
は
�
敎
も
重
ん
じ
︑﹃
�
德
經
﹄
に
Ú
を
附
け
︑
序
�
を
書
い
て
い
る
︒
そ
の
序
�
で
は
︑﹃
�
德
經
﹄
は
萬
物
の
根
本
︑
王
者
の
師
︑
臣

民
の
至
寶
で
あ
り
︑
金
丹
の
�
と
は
衣
な
る
と
述
べ
て
い
る(78

)
︒
太
祖
は
儒
敎
を
中
心
に
し
て
は
い
た
が
︑
努
め
て
三
敎
一
致
を
說
い
て
い
た
と
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言
え
る
︒

と
こ
ろ
で
�
初
の
禮
制
の
策
定
に
關
わ
っ
た
官
僚
の
中
で
︑
�
太
祖
の
三
敎
1
義
政
策
に
も
っ
と
も
影
 
を
與
え
た
可
能
性
が
高
い
の
が
宋

濂
で
あ
る
︒
宋
濂
は
浙
江
金
華
府
浦
江
縣
出
身
の
︑
い
わ
ゆ
る
浙
東
四
先
生
の
一
人
で
あ
り
︑
�
�
の
初
d
の
禮
制
の
策
定
に
お
い
て
中
心
�

役
割
を
果
た
し
た
學
者
官
僚
で
あ
る
︒
浙
東
士
大
夫
が
說
い
て
い
た
の
は
正
瓜
J
朱
子
學
で
あ
り
︑
�
初
の
儒
敎
體
制
は
1
と
し
て
彼
ら
の
理

念
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
浙
東
士
大
夫
は
必
ず
し
も
�
て
儒
敎
一
邊
倒
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
以
下
述
べ
る

よ
う
に
︑
彼
ら
の
多
く
は
佛
敎
・
�
敎
に
も
理
解
が
�
り
︑
三
敎
1
義
�
立
場
を
と
っ
て
い
た
︒
宋
濂
は
洪
武
十
二
年

(一
三
七
九
)
九
#
︑

朱
伯
淸
の
﹃
理
學
纂
言
﹄
へ
の
序
�
で
あ
る
﹁
理
學
纂
言
序(79

)
﹂
を
書
い
た
︒
そ
の
中
で
D
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
孟
子
以
後
千
餘
年
閒
︑
大

�
は
�
ら
か
で
な
か
っ
た
が
︑
四
夫
子

(
周
敦
頤
・
張
載
・
�
�
�
・
�
伊
川
)
が
出
て
︑
こ
の
世
界
の
こ
と
の
�
て
を
示
し
た
︒
四
夫
子
を
繼

い
だ
の
が
朱
子
で
あ
り
︑
朱
子
は
四
夫
子
の
敎
え
を
集
大
成
し
て
﹃
�
思
錄
﹄
を
著
し
た
︒
さ
ら
に
朱
伯
淸
が
朱
子
の
言
葉
を
�
集
し
て
﹃
理

學
纂
言
﹄
を
著
し
た
と
す
る
︒
宋
濂
の
こ
の
序
�
か
ら
︑
彼
が
宋
學
︑
特
に
朱
子
學
を
正
瓜
儒
學
と
し
て
�
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

一
方
で
宋
濂
は
一
時
無
相
居
士
と
稱
し
︑﹃
法
華
經
﹄
と
﹃
金
剛
經
﹄
の
跋
�
を
書
き
︑
佛
敎
の
敎
義
や
變
�
を
論
ず
る
な
ど
︑
佛
敎
に
深

く
�
じ
て
い
た(80

)
︒
そ
の
た
め
か
︑
�
述
し
た
よ
う
に
︑
宋
濂
は
僧
侶
の
經
典
に
つ
い
て
の
理
解
を
審
査
す
る
役
目
を
擔
當
し
て
い
た
し
︑
洪
武

五
年

(一
三
七
二
)
正
#
に
太
祖
が
蔣
山
太
^
興
國
禪
寺
で
開
い
た
無
祀
の
靈
の
供
養
の
た
め
の
大
法
會
で
は
︑
禮
部
の
祠
部
に
賴
ま
れ
て
︑

法
會
を
記
錄
す
る
�
と
詩
を
作
っ
て
い
る
︒
宋
濂
は
儒
敎
官
僚
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
︑
�
�
の
佛
敎
政
策
に
深
く
關
與
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

宋
濂
と
同
じ
浙
江
金
華
府
の
義
烏
縣
人
王
禕
は
︑
至
正
十
八
年

(一
三
五
八
)
に
朱
元
璋
に
拔
擢
さ
れ
︑
�
�
成
立
後
は
﹃
元
~
﹄
の
�
纂

に
加
わ
り
︑
そ
の
後
︑


林
院
待
制
と
し
て
禮
制
の
確
立
に
努
め
た(81

)
︒
一
方
で
王
禕
は
釋
3
に
つ
い
て
︑﹁
我
が
佛
如
來
は
一
大
事
を
も
っ
て

こ
の
世
に
出
現
し
︑
¢
く
衆
生
の
た
め
に
方
£
力
を
施
し
︑
佛
果
菩
提
を
成
就
し
た
﹂
と
述
べ
て
︑
佛
敎
を
肯
定
�
に
理
解
し
て
い
る(82

)
︒
王
禕

は
ま
た
︑
故
`
の
金
華
府
に
屬
す
る
東
陽
縣
の
�
昌
祠
の
た
め
に
�
違
も
書
い
て
い
る(83

)
︒
�
昌
祠
は
梓
潼
.
君
を
祀
る
�
で
あ
り
︑
�
昌
.
君
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は
梓
潼
.
君
と
本
來
別
の
神
で
あ
っ
た
が
︑
元
末
�
初
に
は
旣
に
合
體
し
て
い
た
︒
�
述
し
た
よ
う
に
︑
弘
治
元
年
四
#
の
禮
部
の
N
見
は
︑

梓
潼
.
君
は
四
川
で
祀
り
︑
�
昌
祠
は
衛
す
︑
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
國
家
祭
祀
と
し
て
京
師
に
祀
る
の
は
と
も
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
批
�

し
た
︒
對
照
�
に
︑
王
禕
は
そ
れ
ら
の
神
の
靈
驗
を
信
じ
て
お
り
︑
祀
典
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
¤
し
て
は
い
な
い
︒

宋
濂
や
王
禕
と
と
も
に
�
初
の
禮
樂
制
度
の
制
定
に
參
與
し
た
官
僚
に
宋
訥
が
い
る
︒
宋
訥
は
北
直
隸
大
名
府
滑
縣
の
出
身
で
あ
り
︑
浙
東

士
大
夫
で
は
な
い
が
︑
�
初
洪
武
二
年
に
儒
士
と
し
て
拔
擢
さ
れ
︑
禮
樂
の
書
の
�
纂
に
當
た
り
︑
後
に


林
院
學
士
・
國
子
監
祭
酒
な
ど
を

歷
任
し
た
學
者
官
僚
で
あ
る(84

)
︒
洪
武
二
十
二
年

(一
三
八
九
)
に
京
師

(南
京
)
の
欽
天
山

(
鷄
鳴
山
)
の
北
に
諸
神
を
祀
る
�
が
完
成
し
た
際
︑

敕
命
に
よ
り
︑
い
く
つ
か
の
神
の
碑
�
を
書
い
た
︒
そ
の
內
︑
�
代
に
初
め
て
國
家
祭
祀
に
入
れ
ら
れ
た
眞
武
神
の
碑
�
で
︑
D
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

陰
陽
の
變
G
は
窮
ま
り
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
方
角
に
液
れ
︑
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
神
で
あ
る
︒
日
#
が
�
る
く
︑
雷
が
震
い
︑
雨

露
や
霜
R
の
生
長
や
肅
殺
は
二
氣
の
液
行
で
な
い
も
の
は
な
い
︒
そ
の
測
る
こ
と
の
こ
と
の
で
き
な
い
靈
妙
さ
は
言
い
難
い
︒
だ
か
ら
︑

陰
陽
の
測
り
が
た
い
の
を
神
と
言
う
︒
神
の
德
は
盛
ん
で
あ
る
︒
⁝
⁝
陰
陽
二
氣
の
働
き
は
︑
神
變
無
窮
で
あ
る(85

)
︒

宋
訥
は
眞
武
神
の
働
き
を
陰
陽
二
氣
の
測
り
が
た
い
動
き
と
し
て
捉
え
︑
そ
れ
を
自
然
現
象
と
し
て
取
り
%
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑

同
時
に
陰
陽
二
氣
の
働
き
の
神
變
萬
G
で
窮
ま
り
な
く
測
り
が
た
い
の
を
神
と
言
う
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
自
然
の
陰
陽
現
象
の
靈
妙
な
働

き
そ
の
も
の
が
神
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
宋
訥
は
同
樣
に
︑
洪
武
二
十
二
年
に
欽
天
山
の
�
が
完
成
し
た
五
顯
靈
順
之
神
に
つ
い

て
︑
敕
命
に
よ
り
作
っ
た
碑
�
で
︑
D
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

萬
物
を
成
ら
し
め
︑


G
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
は
神
よ
り
大
な
る
は
無
い
︒
神
が
神
た
る
の
は
︑
陰
陽
五
行
の
一
氣
が
變
G
し
て
︑

默
っ
て
G
育
の
働
き
を
す
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
働
き
は
大
き
く
︑
宇
宙
を
閏
足
し
︑
四
季
を
め
ぐ
ら
せ
︑
生
民
に
潤
い
を
加
え
︑
國
家

に
惠
み
を
施
す
︒
こ
れ
を
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
お
や
し
ろ
で
こ
れ
を
祀
る
の
は
︑
そ
の
神
を
神
と
し
て
︑
そ
の
成
就
に
報
い
る

た
め
で
あ
る(86

)
︒
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五
顯
靈
順
之
神
は
京
師
の
欽
天
山
の
北
に
祀
ら
れ
た
地
方
神
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
宋
訥
は
︑
陰
陽
五
行
の
氣
の
働
き
が
こ
の
世
界
を


り
動

か
す
こ
と
を
述
べ
︑
そ
れ
が
神
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
宋
訥
は
こ
の
時
︑
敕
命
で
祠
山
廣
惠
神
の
碑
�(87

)
も
書
い
て
い
る
︒
宋
訥

に
據
れ
ば
︑
祠
山
廣
惠
神
に
つ
い
て
の
記
錄
で
は
︑
こ
の
神
は
�
漢
時
代
の
人
張
渤
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
張
湯
の
子
安
世
で
あ
る
と
す
る
說
も

�
り
︑
�
の
顏
眞
卿
の
よ
う
に
張
渤
の
事
績
を
怨
王
�
と
後
漢
王
�
初
d
の
円
武
年
閒
の
こ
と
と
す
る
說
も
�
り
︑
食
い
�
い
が
無
い
わ
け
で

は
な
い
︒
こ
の
神
は
�
代
の
天
寶
年
閒
と
宋
の
咸
淳
年
閒
に
位
が
與
え
ら
れ
︑
旱
L
・
水
L
・
災
い
に
祈
れ
ば
︑
必
ず
應
じ
て
く
れ
︑
そ
の
靈

力
は
�
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
宋
訥
は
人
閒
が
死
後
に
靈
力
の
�
る
神
と
な
る
こ
と
を
�
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
宋
訥
は
ま
た
︑
山
西
澤

州
府
陽
城
縣
の
知
縣
に
代
わ
り
︑
同
縣
の
白
龍
潭
の
龍
に
影
雨
を
祈
る
�
を
作
っ
て
い
る
︒
こ
の
�
で
は
大
略
D
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

水

(一
六
)
の
精
が
集
ま
っ
て
淸
い
淵
と
な
り
︑
散
じ
て
甘
い
雨
と
な
り
︑
大
空
に
影
り
︑
と
ぐ
ろ
を
卷
く
龍
と
な
り
︑
蛇
と
な
り
︑

兔
と
な
り
︑
千
變
萬
G
の
働
き
を
す
る
︒
風
雲
を
動
か
し
て
測
り
難
く
︑
雷
を
鳴
ら
し
て
¦
が
見
え
な
い
が
︑
祈
り
を
重
ね
れ
ば
︑
應
え

て
く
れ
る
︒
靈
�
な
跡
が
�
て
神
の
働
き
に
�
い
な
い
︒︹
歷
代
の
王
�
は
︺
侯
E
か
ら
王
へ
と
︑
位
を
與
え
て
き
た
が
︑
�
�
は
神
と

し
て
崇
拜
し
て
い
る
︒
⁝
⁝
神
が
民
を
§
み
な
い
な
ら
ば
︑
民
は
神
の
も
と
か
ら
去
り
た
く
な
る
︒
⁝
⁝
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
神
は
�
代

に
靈
力
が
�
る
が
︑
今
日
に
は
靈
力
が
無
い
こ
と
に
な
り
︑
恐
ら
く
は
w
天
子
が
神
を
祀
典
の
中
に
入
れ
て
崇
め
て
い
る
こ
と
に
背
こ
う(88

)
︒

こ
の
�
で
も
︑
氣
の
水
精
は
千
變
萬
G
の
働
き
を
す
る
が
︑
そ
の
働
き
そ
の
も
の
が
神
で
あ
り
︑
祈
れ
ば
應
え
て
く
れ
︑
�
�
の
天
子
が
神

と
し
て
崇
め
て
い
る
と
說
い
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
原
理
が
す
な
わ
ち
神
で
あ
り
︑
自
然
の
原
理
と
神
の
一
體
G
の
觀
念
が
見
ら
れ
る
︒
さ
ら
に

宋
訥
は
敕
命
に
よ
り
︑
僧
錄
司
と
�
錄
司
の
官
に
對
す
る
敕
�
も
書
い
て
い
る(89

)
︒
こ
れ
ら
の
敕
�
か
ら
︑
宋
訥
は
佛
敎
と
�
敎
に
つ
い
て
よ
く

理
解
し
て
お
り
︑
こ
の
二
敎
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
�
初
の
禮
樂
制
度
の
策
定
に
參
劃
し
た
士
大
夫
官
僚
は
︑
太
祖
の
三

敎
1
義
�
觀
念
と
も
相
ま
っ
て
︑
三
敎
合
一
の
政
策
を
=
め
た
ば
か
り
で
な
く
︑
地
方
神
の
靈
力
を
�
め
︑
國
家
祭
祀
へ
の
�
入
も
お
こ
な
っ

た
こ
と
が
分
か
る
︒

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
�
�
は
永
樂
十
五
年
三
#
に
北
京
に
靈
濟
宮
を
円
て
︑
徐
知
證
に
金
闕
眞
君
︑
徐
知
諤
に
玉
闕
眞
君
と
命
名
し
た
︒
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そ
の
後
︑
宣
德
十
年
七
#
か
ら
八
#
に
か
け
て
︑
英
宗
は
靈
濟
宮
を
改
修
し
︑
正
瓜
元
年

(一
四
三
六
)
正
#
に
﹁
御
製
靈
濟
宮
碑
�
﹂
を
書

い
た(

90
)

︒
こ
の
﹁
御
製
靈
濟
宮
碑
�
﹂
は
︑
二
眞
君
の
先
祖
は
古
代
の
w
天
子
顓せ
ん

頊
ぎ
ょ
く

の
後
裔
で
あ
り
︑
歷
代
顯
著
な
功
績
を
あ
げ
︑
死
後
神
と

な
っ
て
か
ら
は
︑
旱
L
・
水
L
・
戰
爭
な
ど
で
靈
力
を
發
揮
し
た
と
述
べ
︑
靈
驗
に
は
�
白
な
記
錄
が
�
る
と
そ
の
ま
ま
�
め
て
い
る
︒
同
時

に
︑︹
陰
陽
︺
二
儀
の
精
︑
五
雲
の
英
が
︑
來
た
り
て
は
哲
人
と
な
り
︑
®
き
て
は
神
�
と
な
る
と
述
べ
て
︑
陰
陽
二
氣
の
�
動
を
說
く
朱
子

學
と
同
一
の
觀
念
も
示
し
て
い
る
︒﹁
御
製
靈
濟
宮
碑
�
﹂
は
も
と
も
と
人
閒
で
あ
っ
た
徐
兄
弟
が
死
後
に
祀
ら
れ
て
︑﹁
靈
力
﹂
を
顯
し
た
と

見
な
さ
れ
︑
つ
い
に
は
封
號
が
與
え
ら
れ
︑
官
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
と
い
う
︑
民
閒
信
仰
か
ら
國
家
祭
祀
へ
昇
格
す
る
︑
一
つ
の
典
型
�
�
筋

を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
碑
�
が
本
當
に
英
宗
が
自
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
置
き
︑
御
製
の
碑
�
と
し
て
﹃
�

實
錄
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
正
瓜
時
の
�
�
の
靈
濟
宮
の
祭
祀
に
對
す
る
公
式
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
︒
御
製
碑
�
は
弘
治
元
年
四
#
に
禮
部
が
徐
知
證
と
徐
知
諤
兄
弟
に
對
す
る
祭
祀
を
や
り
す
ぎ
と
し
て
批
�
し
た
言
葉
や
︑
弘
治
十
八
年
十

一
#
に
大
學
士
劉
永
ら
が
徐
兄
弟
を
﹁
�
臣
﹂
と
批
�
し
た
言
葉
と
は
ま
っ
た
く
衣
な
っ
て
い
る
︒
皇
.
�
び
そ
の
周
邊
と
一
部
の
儒
敎
官
僚

と
の
閒
に
國
家
祭
祀
を
め
ぐ
る
N
見
の
對
立
が
�
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒

民
閒
神
の
﹁
靈
力
﹂
に
王
�
が
賴
ろ
う
と
し
た
例
に
︑
山
東
兗
州
府
壽
張
縣
沙
灣
の
水
神
祭
祀
が
�
る
︒
正
瓜
十
三
年
七
#
︑
黃
河
が
決
壞

し
︑
山
東
の
沙
灣
等
の
堤
を
破
壞
し
た
︒
河
南
{
撫
洪
英
と
副
都
御
~
王
暹
が
J
K
さ
れ
て
治
水
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
︑
難
工
事
の
た
め
︑

な
か
な
か
目
�
を
¯
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た(91

)
︒
官
僚
の
中
か
ら
︑
こ
の
治
水
は
人
力
で
は
で
き
な
い
と
し
て
︑
僧
侶
と
�
士
に
齋
醮
や

符
呪
を
お
こ
な
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
N
見
が
出
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
景
泰
.
は
工
部
尙
書
°
太
常
寺
卿
石
璞
を
J
K
し
て
治
水
を
さ
せ
︑

河
神
に
怨
た
な
神
號
を
附
け
た
︒
景
泰
三
年
五
#
︑
沙
灣
の
堤
が
漸
く
成
っ
た(92

)
︒
そ
の
後
も
沙
灣
で
は
黃
河
の
決
壞
が
何
度
も
起
こ
っ
た
︒
そ

の
た
め
景
泰
七
年

(一
四
五
六
)
十
二
#
︑
副
都
御
~
徐
�
禎
の
奏
B
に
よ
り
︑
沙
灣
に
水
神
で
あ
る
金
龍
四
大
王
祠
が
立
て
ら
れ
︑
國
家
祭

祀
に
入
っ
た(93

)
︒
金
龍
四
大
王
は
南
宋
の
皇
.
の
外
戚
と
さ
れ
る
謝
緖
で
あ
る
︒
謝
緖
は
元
�
が
南
宋
を
滅
ぼ
し
た
際
に
︑
元
�
の
荏
配
に
甘
ん

ぜ
ず
︑
投
水
し
て
死
ん
だ
あ
と
︑
祀
ら
れ
て
神
と
な
っ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
元
末
に
元
軍
と
朱
元
璋
配
下
の
傅
友
德
の
軍
が
徐
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州
城
の
東
南
の
呂
梁
洪
で
戰
っ
た
際
︑
金
龍
四
大
王
は
神
力
で
元
軍
を
�
け
た
と
い
う
靈
驗
譚
が
傳
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
神
が
祀
ら
れ
る
に

至
っ
た
過
�
も
︑
眞
僞
入
り
²
じ
っ
た
事
績
が
作
ら
れ
︑
人
閒
が
死
後
に
國
家
祭
祀
の
神
へ
と
上
昇
し
た
民
閒
信
仰
の
實
例
を
示
し
て
い
る
︒

金
龍
四
大
王
に
關
し
て
は
︑
萬
曆
五
年

(一
五
七
七
)
の
=
士
で
︑


林
院
檢
討
・
禮
部
左
右
侍
郞
・
禮
部
尙
書
を
歷
任
し
た
余
繼
登(94

)
が
︑

そ
の
﹁
靈
力
﹂
を
體
驗
し
た
記
錄
を
書
い
て
い
る(95

)
︒
そ
の
中
で
余
繼
登
は
︑
萬
曆
十
六
年

(一
五
八
八
)
五
#
に
河
南
省
の
開
封
か
ら
封
丘
縣

を
�
り
︑
同
縣
の
陳
橋
鎭
に
向
か
う
´
中
︑
µ
で
黃
河
を
渡
る
際
に
沈
み
そ
う
に
な
る
が
︑
金
龍
四
大
王
の
靈
力
で
︑
無
事
渡
る
こ
と
が
で
き

た
顚
末
を
述
べ
て
い
る
︒
余
繼
登
は
著
名
な
儒
者
官
僚
で
あ
る
が
︑
國
家
祭
祀
に
入
れ
ら
れ
た
民
閒
神
で
あ
る
金
龍
四
大
王
の
靈
驗
を
疑
わ
な

か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
萬
曆
二
十
六
年

(一
五
九
八
)
︑
�
�
が
北
直
隸
順
天
府
金
山
口
の
黑
龍
潭
龍
王
�
に
影
雨
の
靈
驗
が
�
っ
た
と
し
て
︑
國

家
祭
祀
に
入
れ
︑
�
號
と
譚
名
を
怨
た
に
加
え
︑
靈
驗
を
記
す
石
碑
を
立
て
た
︒
こ
の
時
︑
余
繼
登
は
場
j
の
�
査
を
命
ぜ
ら
れ
︑
報
吿
を
し

て
い
る(

96
)

︒
こ
の
報
吿
で
余
繼
登
は
︑
萬
曆
.
が
人
民
に
對
す
る
慈
悲
の
氣
持
ち
を
も
っ
て
龍
神
に
對
し
て
敬
虔
に
祈
り
︑
そ
の
至
¶
の
念
が
神

に
至
っ
た
結
果
︑
·
時
に
雨
が
影
り
︑
麥
が
穗
を
出
し
︑
穀
物
の
種
も
播
か
れ
︑
收
穫
が
d
待
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
讚
え
て
い
る
︒
な

お
こ
の
時
︑
�
士
張
國
祥
に
9
い
ら
れ
た
�
天
宮
の
�
士
が
黑
龍
王
�
で
影
雨
に
感
謝
す
る
齋
醮
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
�
一
代
を
�
し
て
︑
官
僚
の
多
く
は
儒
敎
の
祭
祀
を
正
瓜
と
す
る
觀
念
を
堅
持
し
つ
つ
︑
民
閒
信
仰
の
諸
神
を
�
て
儒

敎
の
祭
祀
と
對
立
す
る
も
の
と
見
ず
︑
む
し
ろ
そ
の
﹁
靈
力
﹂
に
賴
り
︑
行
政
を
順
�
に
¸
行
し
よ
う
と
︑
そ
れ
ら
を
國
家
祭
祀
に
取
り
入
れ

て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
�
�
は
宋
學
︑
特
に
朱
子
學
を
正
瓜
儒
學
と
し
て
い
た
︒
朱
子
學
で
は
鬼
神
は
陰
陽
二
氣
の
良
能
と
い
い
︑
自
然

法
則
�
に
捉
え
て
い
る
︒
同
時
に
︑
陰
陽
二
氣
の
働
き
は
人
閒
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
靈
�
に
も
捉
え
ら
れ
︑
祭
祀
の
對

象
に
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
陰
陽
二
氣
の
働
き
を
靈
�
に
理
解
す
る
こ
と
で
︑
中
國
で
傳
瓜
�
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
鬼
神
祭
祀
を
說
�
し
︑
正

當
G
し
た
と
言
え
る
︒
現
實
世
界
を
	
成
す
る
氣
の
靈
�
働
き
を
鬼
神
と
し
て
祀
る
こ
と
は
︑
儒
敎
の
國
家
祭
祀
に
お
け
る
百
神
の
位
置
づ
け

に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
︒
百
神
は
﹁
山
川
之
鬼
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
�
り
︑
國
家
祭
祀
に
お
け
る
﹁
天
﹂﹁
地
﹂・
宗
�
・
社
稷
以
外
の
山

川
を
含
む
諸
神
で
あ
る(97

)
︒
�
�
で
は
天
子
・
皇
.
は
し
ば
し
ば
百
神
の
1
と
呼
ば
れ
た
り
︑
百
神
を
懷
柔
す
る
と
も
言
わ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
天
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子
・
皇
.
が
﹁
天
﹂
を
奉
じ
て
百
神
を
祀
り
︑
百
神
の
靈
力
の
助
け
を
得
て
︑
こ
の
世
界
の
營
み
を
順
�
に
す
る
と
い
う
基
本
觀
念
が
�
っ
た
︒

百
神
す
な
わ
ち
鬼
神
が
氣
の
靈
�
な
働
き
で
あ
る
な
ら
ば
︑
現
實
世
界
を
作
る
氣
の
靈
�
働
き
を
神
と
し
た
地
方
諸
神
も
︑
百
神
と
本
質
�
に

衣
な
る
も
の
で
な
く
︑
百
神
の
C
長
線
上
に
在
る
と
言
え
る
︒
從
っ
て
︑
國
家
祭
祀
に
入
れ
ら
れ
た
地
方
諸
神
は
︑
祭
祀
を
v
け
る
こ
と
に
よ

り
︑
皇
.
の
政
治
を
助
け
︑
天
候
の
維
持
や
治
水
と
い
っ
た
こ
と
に
靈
力
を
發
揮
す
る
こ
と
が
d
待
さ
れ
た
と
言
い
う
る
︒
國
家
祭
祀
の
重
層

�
祭
祀
體
系
の
中
で
︑
地
方
諸
神
は
百
神
の
一
部
分
を
擔
う
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま

と

め

�
�
は
初
d
の
太
祖
の
時
代
か
ら
︑
儒
敎
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
︑
儒
敎
を
補
助
す
る
敎
え
と
し
て
佛
敎
と
�
敎
を
保
護
し
︑
か
つ
管
理
す

る
政
策
を
推
=
し
た
︒
禮
部
の
下
に
佛
敎
を
管
理
す
る
僧
錄
司
と
�
敎
を
管
理
す
る
�
錄
司
を
設
け
︑
僧
官
と
�
官
を
置
き
︑
僧
侶
と
�
士
に

經
典
に
つ
い
て
の
試
驗
を
課
し
︑
そ
の
數
を
制
限
し
た
︒
し
か
も
�
�
は
佛
敎
と
�
敎
の
祭
祀
を
祀
典
に
は
入
れ
な
か
っ
た
が
︑
儒
敎
�
國
家

禮
制
の
一
部
を
擔
わ
せ
た
︒
重
�
な
國
家
儀
禮
・
國
家
祭
祀
・
慰
靈
さ
ら
に
は
修
省
に
お
い
て
︑
佛
敎
の
寺
院
と
�
敎
の
宮
觀
に
官
僚
が
J
K

さ
れ
て
︑
齋
醮
や
祭
吿
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
佛
敎
と
�
敎
は
實
質
�
に
國
家
祭
祀
の
︑
ひ
い
て
は
國
家
禮
制
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ

ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
地
方
の
民
閒
信
仰
の
神
々
の
多
く
が
國
家
祭
祀
に
入
れ
ら
れ
た
︒
そ
れ
ら
の
神
々
の
起
源
は
︑
元
は
人

閒
で
あ
っ
た
り
︑
自
然
の
山
川
で
あ
っ
た
り
︑
龍
の
よ
う
な
超
自
然
�
存
在
で
あ
っ
た
り
︑
種
々
雜
多
で
あ
っ
た
が
︑
�
す
る
に
�
�
で
は
現

實
世
界
を
	
成
す
る
陰
陽
二
氣
の
働
き
が
神
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
陰
陽
二
氣
の
働
き
は
自
然
原
理
で
あ
る
と
と
も
に
︑
人
閒
が
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
靈
�
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
︑
鬼
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
陰
陽
二
氣
の
靈
�
働
き
を
神
と
す
る
な
ら
ば
︑

民
閒
信
仰
起
源
の
諸
神
と
儒
敎
の
正
瓜
�
國
家
祭
祀
の
百
神
と
の
閒
に
本
質
�
區
別
は
無
い
と
言
え
る
︒
從
っ
て
︑
地
方
諸
神
を
國
家
祭
祀
に

入
れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
︑
禮
に
沿
っ
て
い
る
か
否
か
の
基
準
は
︑
儒
敎
正
瓜
論
の
一
部
の
官
僚
の
よ
う
に
︑
儒
敎
の
經
典
や
傳
瓜

�
祭
祀
の
み
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
結
局
は
1
と
し
て
﹁
靈
驗
の
�
無
﹂
に
求
め
た
と
言
え
る
︒
金
龍
四
大
王
の
例
で
も
分
か
る
が
︑
地
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方
官
の
多
く
は
︑
民
閒
神
に
對
す
る
信
仰
そ
の
も
の
よ
り
も
︑
む
し
ろ
地
方
政
治
に
利
益
を
與
え
て
い
る
﹁
靈
力
﹂
を
重
視
し
︑﹁
國
に
功
が

�
り
︑
民
に
惠
み
を
與
え
た
と
い
う
實
例
﹂
を
も
っ
て
禮
部
に
報
吿
し
︑
國
家
祭
祀
に
入
れ
る
こ
と
を
推
=
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
初
の
禮
樂
制
度
の
策
定
に
參
劃
し
た
諸
官
僚
の
多
く
は
朱
子
學
を
奉
じ
な
が
ら
も
︑
儒
敎
原
理
1
義
�
で
は
な
く
︑
三
敎
1
義
�
で
あ
り
︑

か
つ
地
方
神
も
�
め
て
い
た
︒
し
か
し
︑
�
�
一
代
を
�
じ
て
︑
儒
敎
の
祭
祀
の
み
を
正
瓜
と
す
る
一
群
の
官
僚
は
絕
え
ず
佛
敎
や
�
敎
︑
そ

の
他
の
諸
神
を
國
家
祭
祀
に
入
れ
る
こ
と
に
反
對
し
續
け
た
︒
こ
の
よ
う
な
反
對
N
見
は
︑
�
�
の
歷
代
皇
.
に
よ
っ
て
一
部
は
v
け
入
れ
ら

れ
た
が
︑
佛
敎
や
�
敎
の
齋
醮
の
過
多
や
濫
費
に
對
す
る
抑
制
は
�
っ
て
も
︑
�
體
と
し
て
儒
敎
正
瓜
論
に
よ
る
國
家
祭
祀
の
純
G
が
お
こ
な

わ
れ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
︒

�
�
の
こ
の
よ
う
な
祭
祀
體
系
は
︑
禮
部
の
管
»
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
王
�
の
禮
樂
體
制
の
枠
組
み
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た(98

)
︒
旣
に
�
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
�
�
の
荏
配
體
制
は
︑
觀
念
�
に
は
︑﹁
�
に
は
禮
樂
あ
り
︑
幽
に
は
鬼
神
あ
り
﹂

(﹃
禮
記
﹄
樂
記
第
十
九
)
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
︑
�
界
す
な
わ
ち
現
實
世
界
の
禮
�
秩
序
・
國
家
體
制
と
幽
界
す
な
わ
ち
鬼
神
の
世
界
が
表
裏

一
體
と
な
り
︑
と
も
に
皇
.
・
天
子
の
一
理
の
荏
配
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
な
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
皇
.
・
天
子
は
﹁
天
﹂
を
奉
じ
︑

現
實
世
界
を
禮
樂
に
も
と
づ
く
政
治
體
制
で
荏
配
し
︑
幽
界
を
禮
樂
に
も
と
づ
く
祭
祀
で
荏
配
し
よ
う
と
し
た
︒
祭
祀
は
�
初
に
�
纂
さ
れ
た

﹃
大
�
集
禮
﹄
の
冒
頭
で
﹁
吉
禮
﹂
に
分
類
さ
れ
て
載
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
禮
制
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
︒
皇
.
は
祭
祀
を
�
し
て
幽
界

の
鬼
神
に
働
き
か
け
︑
�
界
の
�
行
が
順
�
に
い
く
よ
う
に
靈
力
を
發
揮
す
る
こ
と
を
願
っ
た
︒
そ
の
N
味
で
國
家
祭
祀
は
單
な
る
宗
敎
問
題

で
な
く
︑
�
�
の
荏
配
體
制
と
關
わ
っ
て
い
た
︒
�
�
は
非
正
瓜
�
な
多
樣
な
神
佛
を
國
家
の
禮
制
の
枠
組
み
に
中
に
入
れ
る
こ
と
に
務
め
︑

國
家
祭
祀
に
入
れ
る
か
︑
そ
の
一
部
を
擔
わ
せ
た
︒
祭
祀
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
靈
力
に
よ
り
︑
現
實
世
界
に
お
け
る
皇
.
の
政
治

體
制
を
荏
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
は
�
�
の
國
家
祭
祀
を
考
察
し
た
が
︑
そ
の
歷
~
�
位
置
づ
け
︑
他
の
王
�
の
國
家
祭
祀
と

の
比

は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い(99

)
︒
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�(1
)

拙
稿
﹁
�
�
の
國
家
祭
祀
の
	


﹂﹃
名
古
屋
大
學
・
東
洋
~
硏

究
報
吿
﹄
第
三
十
七
號
︑
二
〇
一
三
年
三
#
︑
三
一
頁
～
五
八
頁
︑

參
照
︒

(2
)

�
代
の
國
家
祭
祀
を
論
じ
た
硏
究
と
し
て
は
︑
趙
軼
峰
﹃
�
代
國

家
宗
敎
管
理
制
度
﹄
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
が
�

り
︑
�
�
の
佛
敎
と
�
敎
に
對
す
る
政
策
を
詳
論
し
て
い
る
が
︑
國

家
祭
祀
と
二
敎
と
の
關
係
は
論
じ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
李
媛
﹃
�
代

國
家
祭
祀
制
度
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)

も
︑
國
家
祭
祀
の
中
心
�
部
分
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
佛
敎
と
�

敎
と
の
關
係
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
地
方
の
國
家
祭

祀
に
つ
い
て
も
言
�
し
て
は
い
る
が
︑
そ
の
國
家
祭
祀
內
に
お
け
る

位
置
づ
け
は
論
じ
て
い
な
い
︒
�
�
の
佛
敎
と
�
敎
に
對
す
る
政
策

を
論
じ
た
硏
究
と
し
て
は
︑
酒
井
忠
夫
﹃
增
補
・
中
國
善
書
の
硏

究
﹄
第
三
違
二
﹁
太
祖
の
宗
敎
政
策
と
三
敎
思
想
﹂︑
國
書
刊
行
會
︑

一
九
九
九
年
二
#
︑
二
七
二
頁
～
二
七
九
頁
︑
が
�
る
︒

(3
)

小
島
毅
﹃
中
國
�
世
に
お
け
る
禮
の
言
說
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑

一
九
九
六
年
︑
七
五
頁
～
一
二
九
頁
︒

(4
)

濱
島
敦
俊
﹃
總
管
信
仰
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
頁
～
一

一
一
頁
︒

(5
)

例
え
ば
︑
河
神
の
金
龍
四
大
王
に
關
し
て
は
︑
王
雲
﹃
山
東
�
河

區
域
社
會
變
�
﹄
(人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
六
#
)
二
〇
七
頁

～
二
八
七
頁
︑
鈴
木
½
之
﹁
金
龍
四
大
王
考
︱
︱
�
代
の
大
�
河

と
河
神
﹂﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
第
一
〇
二
號
︑
二
〇
〇
九
年
十
#
︑
が

�
る
︒

(6
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
元
年
正
#
庚
子
の
條

立
善
世
院
︑
以
僧
v
曇
︑
領
釋
敎
事
︒
立
玄
敎
院
︑
以
�
士
經
善
悅

爲
眞
人
︑
領
�
敎
事
︒

『
�
實
錄
﹄
洪
武
二
十
一
年
正
#
甲
戌
の
條

天
界
寺
災
︑
�
僧
錄
司
于
天
禧
寺
︒
先
是
設
僧
錄
司
于
天
界
寺
︑
至

是
以
寺
災
�
之
︒

(7
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
五
年
六
#
癸
巳
の
條
︑
十
二
#
己
亥
の
條

(8
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
六
年
正
#
丁
未
の
條

(9
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
十
七
年
三
#
壬
子
の
條

(10
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
六
年
十
二
#
戊
戌
の
條

(11
)

黃
佐
﹃


林
記
﹄
卷
十
四

洪
武
十
年
九
#
︑
令
僧
徒
皆
�
般
若
心
經
・
金
剛
般
若
經
・
楞
伽
經
︑

命
學
士
宋
濂
考
校
之
︑
不
�
者
令
(
俗
︒

(12
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
十
五
年
四
#
辛
巳
の
條

(13
)

『
正
德
會
典
﹄
卷
一
百
七
十
八

僧
錄
司
︑
國
初
置
善
世
院
︒
洪
武
十
五
年
︑
改
僧
錄
司
︑
⁝
⁝
屬
禮

部
衙
門
︑
置
於
天
界
寺
︒
永
樂
�
都
後
置
於
大
興
隆
寺
︑
南
京
仍
舊
︒

⁝
⁝
�
錄
司
︑
國
初
置
玄
敎
院
︒
洪
武
十
五
年
︑
改
�
錄
司
︑
⁝
⁝

專
�
敎
之
事
︑
屬
禮
部
衙
門
︑
置
於
�
天
宮
︑
兩
京
俱
同
︒

(14
)

『
禮
部
志
稿
﹄
卷
八
十
九
﹁
僧
�
銓
補
例
﹂

(15
)

『正
德
會
典
﹄
卷
九
十
五
︑
禮
部
五
十
四

(16
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
十
七
年
閏
十
#
癸
亥
の
條
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(17
)

�
揭
Ú

(13
)
�
び
﹃
�
實
錄
﹄
正
瓜
十
三
年
二
#
己
未
の
條
參

照
︒

(18
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
二
十
八
年
十
二
#
是
年
の
條

重
円
�
天
宮
成
︒
先
是
円
是
宮
︑
凡
正
旦
・
w
4
・
冬
至
︑
群
臣
8

�
賀
禮
於
其
中
︒

『
�
實
錄
﹄
天
À
六
年
五
#
癸
亥
の
條

�
天
宮
災
︒
得
旨
︑
�
天
宮
係
敕
円
殿
宇
︑
千
官
8
禮
之
處
︒
火
災

突
發
︑
深
動
�
心
︑
大
小
臣
工
倍
宜
修
省
以
回
天
N
︒

『
�
實
錄
﹄
洪
武
二
年
九
#
壬
子
の
條

定
蕃
王
�
貢
禮
⁝
⁝
�
日
中
書
省
奏
知
︑
命
官
一
員
詣
館
︑
如
�
宴

勞
︒
禮
部
吿
示
︑
侍
儀
司
以
蕃
王
�
其
從
官
具
e
︑
於
天
界
寺
8
儀

三
日
︒
擇
日
�
見
︒

『正
德
會
典
﹄
卷
五
十
五
︑
禮
部
十
四
︑
蕃
國
禮

�
日
中
書
省
奏
知
︑
命
官
一
員
詣
館
︑
如
�
宴
勞
︒
禮
部
吿
示
︑
侍

儀
司
以
蕃
王
�
其
從
官
具
e
︑
于
天
界
寺
8
儀
三
日
︑
擇
日
�
見
︒

(19
)

『欽
定
國
子
監
志
﹄
卷
三
十
︑
官
師
三
︑
儀
制
附
︑
�

W
萬
壽
・
元
旦
・
冬
至
︑
行
慶
賀
禮
︑
俱
�
d
︑
祭
酒
9
合
屬
官
・

生
員
︑
赴
�
天
宮
︑
隨
班
8
儀
行
禮
︒

(20
)

『欽
定
日
下
舊
聞
考
﹄
卷
四
十
三

原
正
瓜
十
三
年
二
#
修
大
興
隆
寺
︒
寺
初
名
慶
壽
︑
在
禁
城
西
⁝
⁝

原
十
四
年
四
#
︑
大
興
隆
寺
災
︒
⁝
⁝
原
嘉
靖
十
五
年
五
#
︑
諭
改

大
興
隆
寺
爲
;
武
堂
︒

(21
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
十
一
年
閏
十
一
#
己
巳
の
條

禮
部
�
奏
︑
府
部
等
衙
門
j
言
止
齋
醮
事
︑
以
爲
齋
醮
祈
禳
之
說
︑

皆
�
日
傳
奉
眞
人
・
佛
子
等
倡
�
j
爲
︒
今
後
惟
萬
壽
w
4
�
太
皇

太
后
・
皇
太
后
w
旦
幷
春
祈
・
秋
報
仍
舊
︒
其
餘
B
竝
行
停
止
︒
從

之
︒

(22
)

『
�
實
錄
﹄
嘉
靖
六
年
七
#
乙
巳
の
條

上
諭
輔
臣
曰
︑
�
思
每
年
初
度
︑
該
衙
門
Ä
例
︑
B
於
�
天
等
宮
寺

薦
円
齋
︑
以
爲
祈
壽
福
者
︒
夫
人
君
欲
壽
︑
非
事
齋
醮
以
能
致
之
︒

果
能
敬
事
上
天
︒
凡
j
戕
身
伐
命
之
事
︑
一
切
致
謹
焉
︑
則
必
得
壽

年
長
永
︒
奚
可
以
齋
醮
爲
事
乎
︒
今
欲
將
內
三
經
廠
外
二
寺
︑
凡
W

景
命
初
度
︑
一
應
齋
事
悉
行
革
去
︒
止
着
�
天
宮
円
齋
醮
如
故
︒
其

兩
宮
景
命
等
日
︑
皆
照
舊
行
︒

(23
)

兪
汝
楫
�
﹃
禮
部
志
稿
﹄
卷
六
﹁
祀
典
之
訓
﹂

嘉
靖
七
年
正
#
︑
上
諭
輔
臣
曰
︑
昨
�
以
大
祀
齋
三
日
內
︑
于
各

寺
・
宮
�
・
觀
宇
燒
香
︑
問
於
卿
等
︑
得
回
奏
已
︒
�
復
檢
會
典
內
︑

郊
祀
齋
戒
內
一
條
云
︑
當
日
︑
本
部
官
同
太
常
寺
官
︑
于
城
隍
�
發

咨
︑
仍
於
各
�
焚
香
三
日
︒
j
開
止
云
各
�
︑
未
�
宮
觀
・
寺
宇
︒

�
惟
各
�
亦
非
與
者
︑
而
宮
觀
・
寺
宇
尤
非
也
︒
不
但
爲
妨
郊
祀
︑

恐
於
¶
N
反
致
淆
亂
︒
卿
等
亦
以
爲
不
經
之
理
︒
豈
不
瀆
神
︒
今
可

預
諭
禮
部
・
太
常
寺
云
︑
�
惟
郊
祀
乃
我
w
祖
敬
天
報
本
重
典
︒
�

每
聞
奏
云
︑
各
寺
觀
�
宇
燒
香
三
日
︒
�
心
�
未
安
︒
恐
非
我
w
祖

初
制
︑
亦
恐
閒
亂
齋
¶
︒
自
今
年
郊
祀
始
︑
不
必
於
各
寺
・
觀
宮
・

�
宇
燒
香
︑
庶
致
精
純
以
欽
祀
事
︒
禮
部
・
太
常
寺
知
�
︒

(24
)

『
�
實
錄
﹄
景
泰
元
年
四
#
丁
酉
の
條

太
僕
寺
卿
李
賓
奏
⁝
⁝
去
歲
一
冬
少
R
︑
今
年
三
春
不
雨
︑
苗
不
發

生
︒
人
民
荒
懼
︒
臣
以
爲
致
灾
之
由
皆
臣
下
不
能
盡
職
也
︒
⁝
⁝
俾

各
脩
省
︒
印
命
公
侯
駙
馬
伯
三
品
以
上
衙
門
官
︑
俱
赴
�
天
宮
行
香

祈
禱
︒
⁝
⁝
禮
部
尙
書
胡
姶

濙
等
言
︑
先
因
亢
旱
已
奉
旨
︑
�
天
宮
円
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醮
三
晝
夜
︑
各
官
行
香
︒

(25
)

『
�
實
錄
﹄
成
G
四
年
四
#
丙
午
の
條

上
諭
禮
部
曰
︑
天
久
不
雨
︑
°
以
連
日
風
霾
︒
�
心
憂
懼
︑
其
以
本

#
十
八
日
爲
始
︑
致
齋
三
日
以
答
天
譴
︒
仍
禁
屠
宰
三
日
︒
禮
部
B

K
大
臣
一
員
︑
祭
吿
山
川
之
神
︒
因
言
湖
廣
・
江
西
・
四
川
・
河

南
・
山
東
・
浙
江
・
直
隸
等
處
︑
雨
暘
不
時
︑
多
�
災
咎
︑
宜
差
人

各
齎
香
祝
︑
K
彼
處
︒
{
撫
・
布
政
・
知
府
等
官
︑
祈
吿
嶽
鎭
海
瀆

�
各
境
內
山
川
之
神
︒
上
從
之
︒
K
英
國
公
張
懋
祭
吿
山
川
︑
K
各

堂
上
官
︑
分
詣
京
城
寺
觀
・
�
宇
︑
行
香
︒

(26
)

『
�
實
錄
﹄
成
G
九
年
三
#
丙
辰
の
條

禮
科
右
給
事
中
張
鐸
等
言
︑
今
春
盡
不
雨
︑
穀
麥
無
P
︒
乞
敕
�
武

羣
臣
齋
沐
修
省
︑
仍
鯵
命
大
臣
祭
吿
在
京
應
祀
神
祗
以
祈
雨
澤
︒
上

是
其
言
︑
命
�
武
群
臣
致
齋
三
日
︑
禁
屠
宰
︑
K
太
傅
會
昌
侯
孫
繼

宗
・
撫
寧
侯
朱
永
・
豐
城
侯
李
勇
︑
祭
吿
天
地
・
社
稷
・
山
川
︒
M

部
尙
書
尹
旻
等
分
禱
各
寺
觀
祠
�
︒

(27
)

『
�
實
錄
﹄
成
G
十
九
年
十
二
#
戊
辰
の
條

上
以
一
冬
無
R
︑
命
禮
部
︑
以
本
初
十
日
爲
始
︑
致
齋
三
日
︒
仍
禁

屠
宰
︑
K
英
國
公
張
懋
等
︑
吿
祭
天
地
・
社
稷
・
山
川
︑
定
西
侯
蔣

琬
等
行
香
於
各
宮
觀
・
寺
�
︒

(28
)

『
�
實
錄
﹄
嘉
靖
四
十
三
年
三
#
癸
亥

上
諭
禮
部
曰
︑
旱
厄
已
見
︑
土
雨
風
霾
不
止
︒
其
示
j
司
以
�
日
致

齋
始
︑
二
十
五
日
吿
南
郊
︑
二
十
四
日
吿
�
天
等
六
宮
�
︑
K
定
國

公
徐
C
德
等
︑
各
行
禮
︒

(29
)

『
�
實
錄
﹄
萬
曆
五
年
十
#
庚
子
の
條

(30
)

『
�
實
錄
﹄
萬
曆
二
十
四
年
三
#
乙
亥
の
條

『
�
實
錄
﹄
萬
曆
二
十
四
年
三
#
辛
巳
の
條

禮
部
題
︑
W
災
祭
吿
︑
K
公
徐
�
璧
︑
祭
�
日
壇
︒
侯
陳
應
詔
︑
祭

夕
#
壇
︒
都
督
同
知
陳
承
恩
・
杜
惟
忠
︑
祭
太
歲
・
東
嶽
各
祠
︒
其

北
極
佑
w
眞
君
・
漢
壽
亭
侯
・
都
城
隍
・
金
闕
・
玉
闕
眞
君
・
五
處

神
祗
︑
K
太
常
寺
堂
上
官
︑
分
詣
行
禮
︒

(31
)

宋
濂
﹃
�
憲
集
﹄
卷
四
﹁
蔣
山
廣
薦
佛
會
記
﹂

元
季
兵
興
︑
六
合
雄
爭
︑
�
生
之
類
不
得
正
命
而
Ì
者
︑
動
億
萬
計
︒

靈
氛
糾
蟠
︑
閏
塞
下
土
︑
吊
奠
靡
至
︑
焭
然
無
依
︑
天
陰
雨
濕
之
夜
︑

其
聲
或
啾
啾
�
聞
︒
⁝
⁝
乃
冬
十
�
二
#
詔
<
江
南
�
�
Í
屠
十
人
︑

詣
于
南
京
︒
命
欽
天
監
臣
︑
差
以
穀
旦
︑
就
蔣
山
太
^
興
國
禪
寺
︑

丕
円
廣
薦
法
會
︒
上
宿
齋
室
︑
却
葷
肉
︑
弗
御
者
一
#
︒
復
敕
中
書

右
丞
相
汪
廣
洋
・
左
丞
︹
相
︺
胡
惟
庸
︑
移
書
於
城
社
之
神
︑
具
宣

上
N
︑
俾
神
¯
諸
冥
︑
d
以
畢
集
︒
五
年
春
正
#
辛
酉
昧
爽
︑
上
e

皮
弁
e
︑
臨
奉
天
殿
︑
羣
臣
e
�
衣
︑
左
右
侍
︒
尙
寶
卿
梁
子
忠
À

御
Û
違
駅
︑
識
以
皇
.
之
寶
︒
上
再
拜
︑
燎
香
于
爐
︑
復
再
拜
︑
躬

眎
駅
已
︑
�
禮
部
尙
書
陶
凱
︒
凱
捧
從
黃
�
出
午
門
︑
寘
龍
輿
中
︑

備
法
仗
鼔
吹
︑
�
至
蔣
山
・
天
界
︒
總
持
萬
金
�
蔣
山
1
僧
行
容
︑

9
僧
伽
千
人
︑
持
香
華
出
g
︒
萬
金
取
駅
︑
入
大
雄
殿
︑
用
泳
法
從

事
︒
⁝
⁝
自
辛
酉
至
癸
亥
止
︒
當
癸
亥
日
︑
時
加
申
︑
諸
Í
屠
行
祠

事
已
︒
上
e
皮
弁
e
搢
玉
珪
︑
上
殿
面
大
雄
氏
︑
北
向
立
︒
羣
臣
各

衣
法
e
以
從
︑
和
聲
郞
擧
麾
奏
悅
佛
之
樂
︑
首
曰
善
世
曲
︒
上
再
拜

g
︑
羣
臣
亦
再
拜
︒
樂
再
奏
昭
信
曲
︒
上
跪
=
熏
薌
︑
奠
'
復
再
拜
︒

樂
三
奏
C
慈
曲
︒
相
以
悅
佛
之
舞
︒
⁝
⁝
上
行
初
獻
禮
︑
跪
=
淸
淨

饌
︑
~
册
祝
︑
復
再
拜
︒
亞
Ì
二
獻
同
︒
⁝
⁝
樂
四
奏
曰
法
喜
曲
︑

五
奏
曰
禪
悅
曲
︑
舞
同
︒
三
獻
已
︑
上
(
大
D
︑
羣
臣
�
⁝
⁝
然
w
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慮
淵
深
︑
Ð
恐
未
盡
幽
�
之
故
︑
特
<
內
典
︑
附
先
王
之
禮
︒
(後

略
)

な
お
︑
宗
泐
﹃
�
室
外
集
﹄
卷
二
に
宗
泐
が
作
っ
た
八
曲
の
曲
詞
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

(32
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
三
年
十
二
#
戊
辰
の
條

(33
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
十
四
年
九
#
己
亥
の
條

(34
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
十
六
年
八
#
辛
巳
の
條

孝
慈
皇
后
小
祥
︒
禁
在
京
Ñ
樂
・
屠
宰
︒
設
齋
醮
於
靈
谷
寺
・
�
天

宮
︑
各
三
日
︒
是
日
淸
晨
︑
執
事
內
官
於
几
筵
殿
中
陳
祭
儀
︒

(35
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
三
十
五
年
九
#
乙
巳
の
條

円
金
籙
大
醮
︑
七
晝
夜
於
�
天
宮
︑
薦
福
皇
考
皇
妣
︒

(36
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
元
年
五
#
庚
辰
の
條

禮
部
尙
書
李
至
剛
等
奏
︑
五
#
初
十
日
恭
W
太
祖
高
皇
.
忌
辰
︒

⁝
⁝
仍
命
八
#
初
十
日
孝
慈
高
皇
后
忌
辰
禮
亦
如
之
︒
於
是
至
剛
復

言
︑
宋
制
凡
忌
日
於
各
佛
殿
誦
經
︑
設
.
后
位
︑
百
官
行
香
︒
今
後

宜
依
宋
制
︑
於
天
禧
等
五
寺
幷
�
天
宮
︑
令
僧
�
誦
經
三
晝
夜
︒

(37
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
五
年
二
#
庚
寅
の
條

尙
師
哈
立
Ó
奉
命
9
僧
︑
於
靈
谷
寺
︑
円
�
度
大
齋
︑
Ô
福
太
祖
高

皇
.
・
孝
慈
高
皇
后
︒

(38
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
五
年
七
#
丁
巳
の
條

命
禮
部
於
靈
谷
寺
・
天
禧
寺
設
薦
揚
大
齋
︒

(39
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
六
年
七
#
庚
戌
の
條

仁
孝
皇
后
喪
周
d
︑
上
具
素
e
犀
烏
帶
︑
詣
几
筵
︑
致
祭
︒
⁝
⁝
在

京
�
武
官
幷
命
Õ
致
祭
︑
如
百
日
儀
︒
⁝
⁝
在
京
停
Ñ
樂
︑
禁
屠
宰

七
日
︑
命
禮
部
於
天
禧
寺
・
�
天
宮
︑
設
薦
揚
齋
醮
︒

(40
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
八
年
七
#
己
巳
の
條

是
日
仁
孝
皇
后
忌
辰
︒
以
未
葬
禮
同
大
祥
︒
皇
太
子
命
禮
部
︑
集
僧

�
︑
設
齋
醮
七
晝
夜
︒

(41
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
二
十
二
年
十
一
#
丁
亥
の
條

士
奇
稽
首
曰
︑
此
陛
下
w
德
︑
臣
等
其
敢
不
勉
︒
上
悅
︑
以
冬
至
4

�
︑
命
禮
部
集
僧
�
于
慶
壽
・
海
印
・
能
仁
三
寺
�
靈
濟
宮
︑
各
円

薦
揚
大
齋
七
晝
夜
︑
Ô
皇
考
妣
之
德
︒

『
�
實
錄
﹄
永
樂
二
十
二
年
十
二
#
甲
寅
の
條

梓
宮
將
發
引
︑
K
官
吿
天
地
・
宗
�
・
社
稷
︑
上
親
吿
几
筵
︑
命
禮

部
集
僧
�
于
慶
壽
・
海
印
二
寺
�
靈
濟
宮
︑
各
円
薦
揚
大
齋
七
晝
夜
︒

(42
)

『
�
實
錄
﹄
洪
熙
元
年
正
#
甲
申
の
條

以
上
元
4
︑
命
僧
錄
司
︑
於
慶
壽
寺
円
大
齋
七
晝
夜
︑
Ô
皇
考
妣
冥

福
︒

(43
)

『
�
實
錄
﹄
正
瓜
十
三
年
二
#
己
未
の
條

(44
)

『
�
實
錄
﹄
成
G
二
十
三
年
十
一
#
丙
辰
の
條

(45
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
十
八
年
九
#
辛
丑
の
條

禮
部
=
孝
宗
敬
皇
.
梓
宮
發
引
祔
享
儀
Ø
︒
⁝
⁝
K
太
常
寺
官
︑
祭

吿
玉
河
橋
・
德
Ù
門
幷
橋
⁝
⁝
沙
河
・
安
濟
橋
・
�
宗
橋
・
關
王

�
・
天
將
�
・
靈
濟
宮
・
城
隍
�
・
東
嶽
�
・
眞
武
�
︒

(46
)
�
揭
Ú

(21
)
の
記
事
︒

(47
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
七
年
二
#
丙
子
の
條

命
禮
部
︑
K
僧
於
靈
璧
・
曰
�
・
東
昌
・
眞
定
・
夾
河
・
藳
城
等
處
︑

修
齋
各
三
晝
夜
︑
Ô
薦
奉
天
靖
難
將
士
之
\
沒
者
︒

(48
)

『
�
實
錄
﹄
永
樂
八
年
八
#
丁
未
の
條

命
行
在
禮
部
︑
集
僧
�
於
慶
壽
寺
・
白
雲
觀
︑
円
齋
醮
三
晝
夜
︑
Ô
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薦
北
征
\
故
軍
士
︒

(49
)

『
�
實
錄
﹄
景
泰
二
年
二
#
乙
未
の
條

錦
衣
衞
指
揮
使
劉
源
奏
︑
內
官
興
安
傳
奉
皇
后
懿
旨
︒
去
歲
虜
寇
來

犯
京
師
︒
將
士
戰
死
於
頴
義
⁝
⁝
亦
�
老
幼
被
其
牋
L
︒
卽
今
暴
骨

原
野
︒
實
切
吾
心
︒
⁝
⁝
.
曰
︑
掩
骨
埋
胔
︑
先
王
仁
政
之
一
也
︒

⁝
⁝
其
命
僧
�
円
齋
醮
�
度
︑
葬
于
內
官
享
堂
之
西
︒
每
歲
以
祭
厲

日
祭
之
︒

(50
)

倪
岳
﹃
靑
谿
漫
稿
﹄
卷
十
一
︑﹁
會
題
正
祀
典
事
﹂︑
祀
典
三

(51
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
元
年
四
#
庚
戌
の
條
︒
實
錄
の
記
事
は
張
九
功

の
上
奏
と
禮
部
の
N
見
︑
弘
治
.
の
決
定
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
時
に
禮
部
侍
郞
で
あ
っ
た
倪
岳
は
︑
弘
治
六
年
に
禮
部
尙
書
に

昇
任
し
︑
弘
治
元
年
四
#
の
議
論
に
つ
い
て
再
度
詳
し
く
述
べ
て
い

る

(倪
岳
﹃
靑
谿
漫
稿
﹄
卷
十
一
︑﹁
會
題
正
祀
典
事
﹂︑
祀
典
三
)︒

倪
岳
の
記
事
は
﹃
�
實
錄
﹄
の
記
事
よ
り
詳
し
く
︑
一
部
に
は
獨
自

の
記
述
も
見
ら
れ
る
︒
倪
岳
が
當
事
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑

そ
の
記
述
は
信
憑
性
が
�
る
︒﹃
欽
定
續
�
獻
�
考
﹄
卷
七
十
九

(四
庫
�
書
本
)
は
︑
�
代
に
國
家
祭
祀
に
入
れ
た
非
正
瓜
�
諸
神

を
中
心
に
ま
と
め
て
い
る
︒
本
論
は
こ
れ
ら
の
記
事
を
總
合
�
に
參

考
に
す
る
︒

(52
)

『
�
實
錄
﹄
宣
德
七
年
秋
七
#
乙
酉
の
條

^
江
伯
陳
瑄
言
︑
高
郵
郡
城
西
北
湖
中
�
神
祠
︒
古
碑
載
神
姓
耿
名

W
德
︒
宋
哲
宗
時
人
︑
其
天
性
忠
實
聰
�
︑
死
而
爲
神
︑
屢
昭
靈
感
︑

纍
封
至
靈
應
侯
︑
�
額
曰
康
澤
︒
至
今
其
神
�
靈
︑
人
禱
之
者
舟
行

無
沒
溺
之
患
︒
旱
熯
�
甘
澍
之
應
︒
B
令
�
司
春
秋
祭
祀
︒
上
謂
禮

部
尙
書
胡
熒
曰
︑
神
�
功
︑
德
�
民
︑
應
在
祀
典
︒
果
如
瑄
j
言
�

應
︑
其
令
�
司
以
時
致
祭
︒

(53
)

『
�
實
錄
﹄
景
泰
七
年
十
二
#
戊
申
の
條

円
金
龍
四
大
王
祠
於
沙
灣
︒
命
�
司
春
秋
致
祭
︒
從
左
副
都
御
~
徐

�
禎
奏
B
也
︒

(54
)

傅
澤
洪
1
�
﹃
行
水
金
鑑
﹄
卷
四
十
五

(55
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
七
年
十
二
#
庚
午
の
條

改
張
秋
名
爲
安
^
鎭
︑
円
�
祀
眞
武
・
龍
王
・
天
妃
︑
賜
額
曰
顯
惠
︒

從
太
監
李
興
等
B
也
︒

(56
)

『
�
實
錄
﹄
正
德
五
年
十
#
己
丑
の
條

賜
山
西
解
州
鹽
池
神
號
︑
東
曰
東
鹽
池
之
神
︑
西
曰
西
鹽
池
之
神
︒

�
司
春
秋
祭
祀
︒
以
姶

廵
按
御
~
奏
也
︒

(57
)

『
�
實
錄
﹄
嘉
靖
二
十
一
年
四
#
庚
申
の
條
︒
こ
の
祭
祀
は
皇
天

上
.
へ
の
祭
祀
と
は
衣
な
り
︑
�
敎
�
性
格
が
強
い
︒
こ
の
祭
祀
で

は
官
僚
た
ち
は
�
天
宮
や
各
祠
�
に
詣
で
て
禮
拜
し
て
い
る
︒

(58
)

『
�
實
錄
﹄
嘉
靖
三
十
四
年
四
#
丙
子
の
條

(59
)

『
�
實
錄
﹄
萬
曆
二
十
六
年
四
#
乙
亥
の
條

命
加
封
金
山
黑
龍
潭
龍
王
�
︑
號
爲
護
國
濟
民
神
應
龍
王
�
︒
潭
名

爲
神
應
龍
潭
︒
立
碑
刻
�
︑
表
揚
紀
述
︒

な
お
︑
萬
曆
.
は
御
製
の
龍
王
�
碑
�
を
書
い
て
お
り

(﹃
欽
定

日
下
舊
聞
考
﹄
卷
一
〇
六
)
︑
淸
代
に
康
煕
.
も
﹁
御
製
黑
龍
潭
重

円
龍
王
�
碑
記
﹂
を
書
い
て
い
る

(﹃
w
祖
仁
皇
.
御
製
�
集
﹄
卷

二
十
二
)
︒

(60
)

『
�
實
錄
﹄
洪
武
元
年
十
#
丙
子
の
條

命
中
書
省
︑
下
郡
縣
︑
訪
求
應
祀
神
;
・
名
山
・
大
川
・
w
.
・

�
王
・
忠
臣
・
烈
士
︑
凡
�
功
於
國
家
�
惠
愛
在
民
者
具
實
以
聞
︑
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著
於
祀
典
︑
令
�
司
歲
時
致
祭
︒

(61
)

『
�
~
﹄
卷
一
三
九
﹁
李
仕
魯
傳
﹂
參
照
︒

(62
)

『
�
實
錄
﹄
成
G
十
二
年
八
#
乙
酉
の
條

(63
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
元
年
四
#
庚
戌
の
條

禮
科
給
事
中
張
九
功
言
︑
國
之
大
事
在
祀
與
戎
︒
祀
典
正
則
人
心
正
︒

今
w
�
御
極
︑
修
�
祀
典
︒
然
而
�
廷
常
祭
之
外
︑
尙
�
釋
3
牟
尼

�
佛
・
三
淸
三
境
・
九
天
應
元
雷
聲
�
G
天
!
之
祭
︒
印
�
金
玉
闕

眞
君
・
元
君
・
神
父
・
神
母
之
祭
︒
諸
宮
觀
中
印
�
水
官
・
星
君
・

諸
天
・
諸
.
之
祭
︒
非
j
以
示
法
於
天
下
也
︒
乞
敕
禮
部
稽
之
祀
典
︑

盡
爲
釐
正
︑
�
一
切
左
�
惑
人
之
事
︑
�
爲
禁
止
︒
上
是
其
言
︑
命

禮
部
會
官
考
詳
︑
何
神
立
於
何
代
︑
何
神
�
功
於
國
︑
何
神
澤
�
生

民
︒
今
何
神
應
祀
與
否
︒
�
白
具
奏
︒
於
是
尙
書
周
洪
謨
等
會
議
謂

⁝
⁝
上
曰
︑
卿
等
言
是
︑
修
円
齋
醮
︑
K
官
祭
吿
︑
幷
東
嶽
・
眞

武
・
城
隍
�
・
靈
濟
宮
俱
仍
舊
︒
二
徐
眞
君
幷
其
父
母
妻
宜
革
出
.

號
︑
止
仍
舊
封
號
︑
原
冠
袍
等
物
奄
回
焚
衛
︒
今
後
福
円
冠
袍
︑
每

六
年
一
齎
+
︑
餘
如
j
議
行
之
︒

さ
ら
に
︑
倪
岳
﹃
靑
谿
漫
稿
﹄
卷
十
一
︑﹁
會
題
正
祀
典
事
﹂︑
祀
典

三
︑
參
照
︒

(64
)

同
�
~
料
參
照
︒

(65
)

同
�
~
料
參
照
︒

(66
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
元
年
十
二
#
丁
酉
の
條

監
察
御
~
司
馬
垔
上
駅
︑
B
拆
衛
天
下
寺
觀
︒
禮
部
�
奏
謂
︑
兩
京

�
天
宮
・
大
報
恩
寺
・
大
興
隆
寺
�
三
茅
山
・
太
嶽
太
和
山
・
龍
虎

山
各
宮
觀
俱
係
�
廷
敕
円
︒
神
樂
觀
・
僧
�
錄
司
�
各
僧
綱
�
紀
等

司
印
係
武マ

洪マ

中
設
立
︒
其
僧
�
官
幷
僧
�
樂
舞
生
亦
�
額
數
︒
今
欲

一
切
釐
正
︑
事
體
重
大
︑
乞
下
廷
臣
會
議
︒
上
曰
︑
旣
係
祖
宗
舊
制
︑

不
必
會
議
︒

(67
)

�
揭
Ú

(
55
)
の
~
料
に
同
じ
︒

(68
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
八
年
十
二
#
甲
寅
の
條

(69
)

�
揭
Ú

(21
)
參
照
︒

(70
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
十
三
年
二
#
乙
未
の
條

時
命
于
大
德
顯
靈
宮
︑
作
春
祈
醮
事
三
日
︒
禮
科
給
事
中
于
瑁
乞
罷

其
事
︑
且
B
上
躬
行
4
儉
︑
減
免
賞
賚
︑
崇
正
�
︑
黜
�
說
︑
裁
革

�
年
僧
�
官
之
傳
陞
乞
陞
者
︒
上
曰
︑
春
祈
・
秋
謝
齋
醮
乃
本
�
舊

典
︒
給
事
中
不
諳
事
體
︑
輙
來
奏
擾
︑
本
當
究
問
︑
姑
宥
之
︒

(71
)

『
�
實
錄
﹄
弘
治
十
八
年
十
一
#
庚
寅
の
條

大
學
士
劉
永
等
言
︑
今
#
十
七
日
冬
至
4
︑
靈
濟
宮
祭
金
闕
眞
君
・

玉
闕
眞
君
︒
奉
旨
︑
K
尙
書
李
東
陽
行
禮
︒
臣
等
竊
�
愚
悃
︑
謹
昧

死
爲
陛
下
陳
之
︒
佛
老
二
敎
︑
w
王
j
必
禁
︑
儒
者
j
不
談
︒
中
世

以
來
︑
正
�
不
�
︑
人
心
久
溺
︒
⁝
⁝
五
代
石
晉
時
︑
無
故
立
�
︑

稱
之
爲
神
︒
國
�
雖
�
�
宇
︑
然
亦
止
稱
爲
眞
人
︑
令
�
士
供
奉
香

火
︒
成
G
末
年
︑
加
爲
上
.
︒
禮
官
失
職
︑
不
能
規
正
︒
先
.
初
年
︑

革
去
.
號
︒
天
下
傳
聞
以
爲
w
政
︒
⁝
⁝
靈
濟
眞
君
生
爲
�
臣
︑
死

爲
�
鬼
⁝
⁝
上
嘉
>
之
且
曰
︑
二
眞
君
之
祭
據
禮
當
革
︑
但
先
�
行

之
已
久
︑
姑
仍
其
舊
︒
今
後
不
必
K
內
閣
重
臣
︑
止
令
太
常
寺
官
行

禮
︒

(72
)

�
揭
Ú

(56
)
參
照
︒

(73
)

�
揭
Ú

(23
)
の
記
事
︒

(74
)

�
揭
Ú

(
58
)
參
照
︒

(75
)

�
揭
Ú

(
59
)
參
照
︒
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(76
)

『
�
太
祖
�
集
﹄
卷
十
﹁
三
敎
論
﹂

若
韓
�
之
匡
君
表
︑
以
躁
不
以
á
︑
絕
鬼
神
︑
無
毫
釐
︑
惟
王
綱
屬

焉
︒
則
鬼
神
知
韓
Ï
如
是
︑
則
印
家
出
仙
人
︒
此
天
地
之
大
機
以
爲

訓
世
︒
若
崇
尙
者
從
而
�
之
︑
則
世
人
皆
虛
無
︑
非
時
王
之
治
︒
若

絕
棄
之
而
杳
然
︑
則
世
無
鬼
神
︑
人
無
畏
天
︑
王
綱
力
用
焉
︒
於
斯

三
敎
︑
除
仲
尼
之
�
祖
堯
舜
9
三
王
︑
盈
詩
制
典
︑
萬
世
永
賴
︑
其

佛
仙
之
幽
靈
︑
â
助
王
綱
︑
益
世
無
窮
︑
惟
常
是
吉
︒
嘗
聞
天
下
無

二
�
︑
w
人
無
兩
心
︑
三
敎
之
立
︑
雖
持
身
榮
儉
之
不
同
︑
其
j
濟

給
之
理
一
︒
然
於
斯
世
之
愚
人
︑
於
斯
三
敎
︑
�
不
可
缺
者
︒

(77
)

『
�
太
祖
�
集
﹄
卷
十
五
﹁
心
經
序
﹂

(78
)

『
�
太
祖
�
集
﹄
卷
十
五
﹁
�
德
經
序
﹂

(79
)

宋
濂
﹃
�
憲
集
﹄
卷
五
﹁
理
學
纂
言
序
﹂
(四
庫
�
書
本
)

(80
)

『宋
景
濂
未
刻
集
﹄
卷
下
﹁
跋
金
剛
經
後
﹂
(四
庫
�
書
本
)
の
末

尾
に
﹁
至
正
十
八
年
四
#
初
一
日
︑
無
相
居
士
金
華
宋
濂
題
﹂
と
あ

る
︒
同
書
は
ま
た
宋
濂
の
﹁
法
華
經
跋
﹂
も
載
せ
て
い
る
︒
宋
濂
の

佛
敎
に
關
す
る
廣
い
知
識
は
﹃
宋
景
濂
未
刻
集
﹄
卷
上
﹁
天
台
敎
宗

圓
具
頌
﹂﹁
浦
陽
善
應
精
舍
記
﹂﹁
釋
氏
護
敎
�
後
記
﹂
な
ど
に
示
さ

れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
な
お
︑
容
ã
祖

(荒
木
見
悟
・
秋
吉
久
紀
夫
譯
)﹃
怨
版
・
�
代
思
想
~
﹄
北
九
州
中

國
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
一
八
頁
は
︑﹁
宋
濂
は
朱
子
學
の
後
繼
者

と
し
て
︑
朱
子
學
を
中
心
と
し
︑
理
學
を
重
ん
ず
る
と
同
時
に
︑
ま

た
陸
學
を
崇
め
︑
心
學
を
1
張
し
︑
朱
と
陸
と
の
學
を
�
和
し
た
︒﹂

と
述
べ
て
い
る
︒

(81
)

洪
武
三
年
六
#
に
出
さ
れ
た
︑
國
家
祭
祀
の
嶽
鎭
海
瀆
の
神
名
に

關
す
る
詔
は
王
禕
が
草
稿
を
書
い
た
と
推
定
で
き
る
(﹃
王
忠
�
集
﹄

卷
十
二
﹁
定
嶽
鎭
海
瀆
名
號
詔
﹂
參
照
)
︒
な
お
︑
王
禕
に
つ
い
て

は
﹃
�
~
﹄
卷
二
八
九
﹁
王
禕
傳
﹂
參
照
︒

(82
)

王
禕
﹃
王
忠
�
集
﹄
卷
十
一
﹁
杭
州
仙
林
寺
戒
壇
記
﹂

竊
聞
︑
我
佛
如
來
以
一
大
事
出
現
於
世
︑
�
爲
衆
生
設
方
£
力
︑
成

就
佛
果
菩
提
︒
是
故
弘
|
軌
範
︑
式
示
開
o
︑
詳
布
科
條
︑
用
垂
汲

引
︑
律
之
j
戒
︑
敎
由
以
行
︑
學
徒
�
j
攝
持
︑
常
人
�
j
趨
向
︒
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王
禕
﹃
王
忠
�
集
﹄
卷
十
﹁
東
陽
縣
怨
円
�
昌
祠
記
﹂

�
昌
祠
者
j
以
祀
梓
潼
之
神
︒
神
之
發
祥
應
衣
顯
�
靈
蹟
︑
錫
諡
封

E
載
在
祀
典
︒
而
�
世
復
加
輔
元
開
G
�
昌
司
祿
宏
仁
.
君
之
號
︒

古
傳
科
名
�
錄
︑
神
實
司
之
︒
以
故
郡
邑
之
閒
莫
不
嚴
設
祠
ä
︑
以

爲
å
靈
揭
虔
之
j
︒
且
因
卽
神
號
爲
祠
名
焉
︒
⁝
⁝
龍
姶

鳯
六
年
春
︑

金
陵
王
君
來
爲
丞
︒
�
年
惠
^
政
洽
︑
縣
事
鯵
靜
︒
乃
合
邑
士
而
諗

之
曰
︑
維
神
之
司
科
目
︑
傳
記
j
載
︑
信
不
可
誣
︒
今
茲
�
貎
若
此
︑

殆
非
j
以
崇
�
德
惠
斯
�
也
︒
盍
相
與
撤
其
舊
︑
而
怨
是
圖
︒
衆
皆

曰
唯
︒
⁝
⁝
抑
�
昌
之
神
陰
相
默
佑
之
者
昭
然
甚
�
︒
粤
今
武
功
旣

集
︑
�
�
復
開
︒
⁝
⁝
維
神
�
靈
洋
洋
如
在
︒

(84
)

『
�
~
﹄
卷
一
三
七
﹁
宋
訥
傳
﹂
參
照
︒

(85
)

宋
訥
﹃
西
隱
集
﹄
卷
五
﹁
敕
円
北
極
玄
天
眞
武
祠
記
﹂

陰
陽
之
�
變
G
不
窮
︑
周
液
無
方
︑
不
可
得
而
測
者
︑
其
神
矣
乎
︒

日
#
之
著
�
︑
雷
霆
之
鼓
舞
︑
雨
露
霜
R
之
生
長
・
肅
殺
︑
無
非
二

氣
之
液
行
︒
其
不
可
測
之
妙
︑
未
易
言
者
︒
故
曰
陰
陽
不
測
之
謂
神
︒

神
之
爲
德
︑
其
盛
矣
哉
︒
⁝
⁝
而
陰
陽
二
氣
之
j
�
︑
則
�
以
神
變

G
於
無
窮
矣
︒
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)

宋
訥
﹃
西
隱
集
﹄
卷
五
﹁
敕
円
五
顯
靈
順
祠
記
﹂

妙
萬
物
而
宰
元
G
者
︑
莫
大
乎
神
︒
神
之
爲
神
︑
一
陰
陽
五
行
之
氣
︑
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G
G
生
生
︑
默
�
於
亭
詠
之
表
︒
故
其
功
用
之
大
︑
閏
塞
宇
宙
︑
液

行
四
時
︑
澤
加
於
生
民
︑
惠
施
於
家
國
︑
�
不
可
得
而
名
言
者
︒
祠

而
祀
之
︑
j
以
神
其
神
︑
而
報
其
成
也
︒
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)

宋
訥
﹃
西
隱
集
﹄
卷
五
﹁
敕
円
祠
山
廣
惠
祠
記
﹂

謹
按
祠
山
神
載
記
j
紀
爲
龍
陽
人
︑
姓
張
名
渤
⁝
⁝
西
漢
以
來
蓋
已

�
之
︒
或
謂
卽
張
湯
之
子
安
世
︑
而
顏
眞
卿
j
記
︑
則
在
於
怨
室
・

円
武
之
閒
︑
以
時
考
之
︑
不
無
牴
牾
︒
至
於
錫
封
加
號
︑
則
始
於
�

之
天
寶
︑
益
於
宋
之
咸
淳
︒
旱
澇
疵
癘
︑
禱
之
必
應
︒
神
之
靈
昭
昭

也
︒

(88
)

宋
訥
﹃
西
隱
集
﹄
卷
八
﹁
陽
城
縣
白
龍
潭
禱
雨
�
﹂

代
李
知
縣

作一
六
之
精
茲
澤
j
鍾
蓄
︑
而
爲
深
源
爲
淸
淵
︑
湛
于
巘
山
︑
散
而
爲

甘
霖
爲
膏
澤
︑
沛
乎
太
空
者
︒
以
其
蟠
︑
時
出
時
入
之
神
龍
︑
倐
而

爲
蛇
︑
忽
而
爲
兔
︑
何
變
G
之
無
窮
︒
散
風
雲
於
莫
測
︑
鼔
雷
霆
以

無
踪
︒
纍
禱
而
輙
應
︑
屢
現
而
不
同
︑
印
何
非
靈
跡
之
與
神
功
︒
自

侯
E
而
王
E
膺
歷
代
之
加
封
︒
維
大
�
之
御
天
︑
表
以
神
而
益
崇
︒

⁝
⁝
神
不
§
民
︑
民
思
去
矣
︒
⁝
⁝
不
然
是
神
能
靈
於
�
代
︑
不
能

靈
於
今
日
︑
恐
�
è
w
天
子
崇
神
于
祀
典
之
中
也
︒

(89
)

宋
訥
﹃
西
隱
集
﹄
卷
八
﹁
應
制
譔
僧
官
敕
�
﹂﹁
應
制
譔
�
官
敕

�
﹂
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『
�
實
錄
﹄
正
瓜
元
年
正
#
辛
巳
の
條

御
製
洪
恩
靈
濟
宮
碑
�
曰
︑
⁝
⁝
我
皇
曾
祖
太
宗
�
皇
.
臨
御
︑
嘗

夢
二
神
人
︑
言
南
處
海
濱
來
輔
國
家
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上
衣
之
︑
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日
·
�
禮
官
言

閩
中
靈
濟
二
眞
君
事
︑
正
符
j
夢
︑
¸
專
使
函
香
︑
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神
宴
至
於

北
京
︒
而
於
宮
城
之
西
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洪
恩
靈
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宮
以
奉
祀
事
︒
因
神
舊
號
加

以
徽
稱
︒
惟
神
至
仁
︑
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禱
輙
應
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影
福
弭
災
︑
捷
如
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嚮
︒
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皇
祖
仁
宗
昭
皇
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皇
考
宣
宗
違
皇
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︑
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循
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咸
隆
祗
禮
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天
序
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御
大
寶
︒
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體
先
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宇
以
寅
奉
威
靈
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復
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︑
曰
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闕
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淸
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玄
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洪
恩
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天
玉
闕
宣
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昭
靈
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弘
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洪
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先
︑
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︑
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︒
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︒
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人
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熙
寧
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閩
人
劉
彜
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︑
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蠻
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︒
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世
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大
儀
鎭
︑
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玠
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和
尙
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︒
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神
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精
︑
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︒
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而
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精
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︑
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爲
神
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︒

(91
)

『
�
實
錄
﹄
正
瓜
十
三
年
七
#
己
酉
の
條
︑
景
泰
二
年
六
#
戊
辰

の
條
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『
�
實
錄
﹄
景
泰
三
年
五
#
丙
申
の
條

築
沙
灣
隄
成
︒
自
河
決
沙
灣
︑
水
*
趨
海
︑
�
河
膠
淺
︒
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或
言

沙
水
勢
湍
ì
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石
鐵
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若
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︑
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︒
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︒
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工
部
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︑
封
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順
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廣
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河
伯
之
神
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︑
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易
築
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︒
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命
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官
黎
賢
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落
︑
御
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︑
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璞
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灣
︑
築
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︑
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築
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︒
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�
揭
Ú

(
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に
同
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︒
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お
︑
金
龍
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大
王
に
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︑
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揭
Ú
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參
照
︒
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�
~
﹄
卷
二
一
六
﹁
余
繼
登
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﹂
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照
︒
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お
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で
あ
る
︒

― 97 ―

97



(95
)

余
繼
登
﹃
淡
然
軒
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﹄
卷
五
﹁
金
龍
四
大
王
靈
應
記
﹂

萬
曆
戊
子
︑
予
承
乏
祗
役
周
藩
︒
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#
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六
日
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大
行
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寅
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辭
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︑
五
#
二
十
一
日
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大
梁
︒
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︒
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︒
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︒
⁝
⁝
乃
取
�
陳
橋
以
歸
︒
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旦
︑
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︑
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撼
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︒
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︑
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︒
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︒
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︒
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右
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︑
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︒
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︒
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︒
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︒
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︒
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復
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︒
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人
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︑
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王
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大
王
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不
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︒
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︒
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︒
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︒
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余
繼
登
﹃
淡
然
軒
集
﹄
卷
二
﹁
黑
龍
王
�
復
命
駅
﹂︑﹃
欽
定
日
下

舊
聞
考
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卷
一
〇
六
︑
郊
坰

(97
)

百
神
に
つ
い
て
は
�
揭
Ú

(1
)
拙
稿
參
照
︒

(98
)

關
口
順
﹁
禮
と
し
て
の
神
;
祭
祀
の
考
察

︱
︱
日
本
に
お
け
る

神
;
祭
祀
と
對
比
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
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十
六
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︑
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〇
一
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年
十
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の
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代
王
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︑
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︑
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
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)
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�
~
﹄﹁
禮
志
﹂
に
は
︑
本
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で
取
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上
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佛
�
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�
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︑
﹃
宋
~
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禮
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よ
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な
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は
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︒
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何
を
N
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る
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は
今
後
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檢
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課
題
で
あ
る
︒
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and the historical background of Eastern princes around the time of Nayan and

Qadaγan’s rebellion.

Finally, after having examined the value and significance of the two edicts, I

argued the impact that Mongol rulersʼ edicts and the stone inscription recording

them had on local society. I observed that Ismāʻīlʼs edict played an important role in

the process of the reburial of the female Taoist priest Tang Si Xiangu 唐四仙姑,

which began with a local officialʼs visit to a Donghua Temple 東華宮. This example

was a result of the open public nature of stone inscriptions, which was a notable

feature of this medium. It was also caused by practical utility of the stone inscrip-

tions.

From the above, we have confirmed that Mongol rulersʼ edicts and stone

inscriptions promulgating them had the potential to significantly impact local

societies. Although priests and local officials played the central role in local

religious activities, Mongol rulersʼ involvement with them requires our attention as

well. The discussion in this paper has shown one practical case of the triangular

interplay in local societies during the Mongol period.

STATE RELIGIOUS SERVICES OF THE MING DYNASTY AND

BUDDHISM, TAOISM AND LOCAL GODS

ASAI Motoi

The Ming dynasty advanced a policy that protected Buddhism and Taoism as

teachings supplementing the fundamental Confucianism of the dynasty from its

early stages. The Department of Rites 禮部 of the Ming government regulated

Buddhist and Taoist establishments, imposing examinations of scriptural knowledge

on Buddhist and Taoist priests and limiting their number. Moreover, the Ming

dynasty had Buddhist and Taoist temples conduct a portion of the Confucian stateʼs

ritual system, and during important state ceremonies, such as state religious

services, memorial services and political reflection 修省, bureaucrats were

dispatched, and religious rites were performed. It can be said that Buddhism and

Taoism were substantially incorporated into the framework of state religious

services and in turn into the system of state rituals.

Furthermore, many local gods associated with folk belief were also incorpo-

rated into state religious services. Some of these local gods were originally human
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beings, some were natural phenomena such as mountains and rivers, and others

were supernatural beings such as dragons. In the Ming period, it was thought that

local gods were nothing other than the result of the operation of yin (negative) and

yang (positive) qi 氣, two modes of creative energy 陰陽二氣. The operation of qi

was considered not only to be a natural principle that constituted the real world, but

also to be a spiritual one was beyond human perception, which was worshiped as

the gods 鬼神.

Ultimately, the criteria for determining whether or not local gods were suitable

for incorporation into national religious services or rites depended on the question of

the existence of their miraculous power. Most local government officials em-

phasized the miraculous power of local gods that brought benefits to the local

administration and people rather than the orthodox Confucian standards. The

officials reported evidence confirming the miraculous power of local gods to the

Department of Rites and recommended putting them in state religious services.

The Ming dynasty was based on Neo-Confucianism thought, particularly the

school of Zhuzi 朱子, but, it also made an effort to put Buddhism, Taoism and local

gods into the framework of state religious services as much as possible. As such,

the Ming dynasty expected the political rule of the emperor in the real world would

be aided by spiritual power that would be provided by state religious services.

A SHORT HISTORY OF THE COMPILATION OF THE HISTORICAL

MATERIALS OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY : A CASE

STUDY OF THE PARTY HISTORY MATERIALS

PUBLISHED IN THE 1950S

ISHIKAWA Yoshihiro

The Chinese Communist Party (CCP) began to systematically collect mate-

rials on Party history in the late 1920s. In the so-called Yanʼan Period, from the

middle of 1930s to the middle of 1940s, some important collections of Party

documents, such as the Liuda yiqian 六大以前 (Documents of the CCP Before Its

6th Congress) and the Liuda yilai 六大以来 (Documents of the CCP Since Its 6th

Congress) were compiled in rapid succession under the leadership of Mao Zedong,

and hereby the compilation of historical materials of the Party was subject to strong

political influence. After the establishment of the PRC, collection and compilation
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